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業績発表会 

開 催 日 時 ：令和６年１月 25 日（木） 9：30～16：30 

開 催 場 所 ：島根県民会館 大会議室（松江市殿町 158） 

参 加 人 数 ：51 人 

発 表 演 題 ：14 題 

各農林水産振興センター家畜衛生部（家畜保健衛生所） ７題 

 畜産課 家畜病性鑑定室               ３題 

 畜産技術センター                  ４題 

 

 

家畜衛生研修会 

開 催 日 時 ：令和６年１月 26 日（金） 9：00～12：00 

開 催 場 所 ：島根県庁 本庁舎 605 会議室 

参 加 人 数 ：17 名 

内        容：家畜衛生講習会伝達講習 

 

 

 

第 65 回中国・四国ブロック家畜保健衛生業績発表会に選出された演題 

 

 

 

◎県内で分離された Mycoplasma bovis の薬剤感受性調査と分子系統解析 

畜産課 家畜病性鑑定室       鈴木 郁也 

 

○養豚場における豚熱ワクチン接種体制の構築指導 

東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部（出雲家畜保健衛生所） 

                 松尾 治彦 

 

○美味しまねゴールド認証取得のための生産工程管理システム構築と効果に 

ついて 

東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部（出雲家畜保健衛生所） 

                 小林 ゆか 

 

  ※ ◎印は第 65 回全国家畜保健衛生業績発表会に選出された演題 

1



令和５年度島根県畜産関係機関業績発表会 発表演題 

 

 

松江家保：東部農林水産振興センター松江家畜衛生部 

出雲家保：東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部   

川本家保：西部農林水産振興センター川本家畜衛生部    

益田家保：西部農林水産振興センター益田家畜衛生部 

病 鑑 室：農畜産課 家畜病性鑑定室     

畜 技 Ｃ：畜産技術センター 

 

演   題 

1. 隠岐地域における獣医師確保に向けた取り組み 

2. 市町への家畜防疫業務の理解醸成の取り組み 

3. 地域全体で取り組む牛伝染性リンパ腫清浄化へのステップアップ 

4. 県内で分離された Mycoplasma bovis の薬剤感受性調査と分子系統解析 

5. 飼料中の NDF 含量が黒毛和種去勢牛の脂肪の質に及ぼす影響 

6. 受胎率向上を目的とした黒毛和種雌牛への冬虫夏草給与効果の検証 

7. 黒毛和種における分娩事故低減を目的とした昼間分娩誘起方法の検討 

8. 制限哺乳方法が黒毛和種子牛の発育および採食量に及ぼす影響 

9. 養豚場における豚熱ワクチン接種体制の構築指導 

10. 山羊の急性肝蛭症 

11. 美味しまねゴールド認証取得のための生産工程管理システム構築と効

果について 

12. 貧血および血小板減少を呈したトリパノソーマ症の報告 

13. 黒毛和種子牛の精巣にみられた性索-間質腫瘍の 1 症例 

14. ヒト用簡易検査キットのウシアデノウイルスにおける有効性の検証 

発表者所属・氏名 

隠岐支庁 森脇 俊輔 

出雲家保 山下 由紀子 

益田家保 秀島 遼哉 

病 鑑 室 鈴木 郁也 

畜 技 Ｃ 宅野 綾 

畜 技 Ｃ 小川 康太 

畜 技 Ｃ 小林 寛生 

畜 技 Ｃ 田部 祐樹 

出雲家保 松尾 治彦 

川本家保 荒川 泰卓 

出雲家保 小林 ゆか 

 

益田家保 角 華苗 

病 鑑 室 濱田 悠太 

病 鑑 室 伊藤 寛人 
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２．市町への家畜防疫業務の理解醸成の取り組み 

 

東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部（出雲家畜保健衛生所） 

               ○山下由紀子、土江將文、前原智 

 

１ はじめに 

 家畜伝染病発生時には、島根県では県庁および東部農林水産振興センター（以下、東部農振Ｃ）

で対策本部を設置し全庁的に家畜防疫業務を担う。一方で、家畜防疫業務を円滑に進めるにあたり市

町や関係団体の協力が欠かせない。そこで、家畜伝染病発生初動時から収束までに実施する家畜防疫

業務に、市が主体的に対応できるような取り組みを行ったので、その概要を報告する。 

 

２ 経緯 

当該市（以下、I市）には、飼養羽数 1,000 羽以上の家きん飼養農場２戸が所在する。I 市は家畜伝

染病発生時に備えて「高病原性鳥インフルエンザ（以下、HPAI）防疫措置への対応計画」を策定し、

I 市内での連絡体制や業務内容の確認、動員計画を策定している。 

今回、I市から島根県に対してI市内での家畜伝染病発生に備えた防疫演習等の開催要望があった。

これを受けて今年度は、従来の県が考えた防疫演習への参加型ではなく、I 市が防疫活動における疑

問点・不明点を自ら洗い出し、それらを解消できるような演習内容を県と一緒に考えて実施すること

とした。 

I 市と当部で「家畜伝染病防疫対策本部防疫演習骨子」を策定した。目的は、I 市担当課職員が家畜

防疫業務にかかる知識習得と意識醸成を図り、習得した知識を I 市から一般動員される職員に伝達し、

家畜伝染病発生時の防疫業務を円滑に行えるよう準備するというもので、具体的な取り組み内容とし

ては、防疫業務説明と意見交換会、情報伝達訓練および防疫演習への参画とした。I市は東部農振 Cと

ともに防疫演習等に積極的に参画した。 

 

３ 取り組み概要 

（１）防疫業務の説明および意見交換会 

１つ目に、初動対応の流れについて確認した。情報共有の内容、タイミングについて、実際の農場

を想定した初動タイムスケジュールに沿って説明した。I 市では特に、家畜伝染病発生初動時の連絡

体制に不安があったが本説明によって解消された。２つ目に、防疫業務の内容を班係ごとに説明した。

I 市では担当課職員が他部署からの一般動員職員に対して説明する想定としており、業務内容の不明

な部分が解消された。３つ目に、特に家畜伝染病発生初動時の対応で事前検討をしておいてほしい事

項について当部から提案した。一般動員者の確保だけでなく、集合場所および消毒ポイントの確保や、

住民説明の準備等についてお願いし、初動タイムスケジュールが早まっても円滑に準備が進められる

よう事前準備を進めていただくこととした。いずれも、以前より初動時の対応で不明であった事柄に
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ついて解消されるとともに、新たな疑問点や課題が浮かび上がり、それらを相互に確認・共有する事

ができた。 

（２）初動伝達訓練 

令和５年 10 月 25 日、家畜伝染病初動対応時、特に「農場からの通報」から「現地対策本部会議（第

１回）」までに限定して時系列に沿って行う伝達訓練を実施し、伝達事項を確認した。なお、今回の訓

練では既存の防疫業務マニュアルよりも早い段階で I 市と情報共有する想定で訓練を実施した。情報

伝達は主に電話回線を使用したが、試行的にテレビ会議システム（zoom）を活用し、相互の伝達訓練

や会議開催の状況を視聴し、情報伝達の流れを確認した。訓練には I市、県庁、東部農振Ｃ総務部お

よび当部が参加したが、I 市は訓練の準備段階から参画し、訓練内容を一緒に検討した。 

訓練終了後の I市の振り返りでは、様々な意見があった。１つ目に机上訓練だけで得られないもの

があった等、初動伝達訓練そのものを実施してよかった、２つ目に情報共有の内容とタイミングは、

早い段階での情報共有で事前準備が進めやすい、３つ目にテレビ会議システムの活用は、情報伝達の

web 併用、web 形式の会議は有用である等々の意見があった。今後は、早い段階での情報共有、テレビ

会議システム等の積極的な活用の検討が必要と思われた。 

 

（３）集合場所現地実地研修 

 令和５年 12月８日、I市内の養鶏

場で HPAI が発生した場合の集合場

所設置を想定している「I 市コミュ

ニティセンター」を会場として現地

実地研修を実施した。 

事前に、打合会を２回、現地確認

を２回実施し、健康調査の新たな取

り組みの試行等内容を精査した。I

市は打合会、現地確認に全て参加

し、情報共有と内容確認を密に行っ

た。 

研修当日の概要は図１、２に示

した。なお、今回の研修では、健康調査については図１に示すようなオンライン化を導入した新たな

取り組みについて試行し検証した。 

一般動員者には、研修当日までにしまね電子申請システムでの申請とタミフル服用の動画視聴をお

願いした。研修当日は、一般動員者 25名を入れて、作業前健康調査、防護服等の着脱、作業後健康調

査を実施した。作業前健康調査では、問診票の記入やタミフル服用の動画視聴が事前に終わっている

ことから、動員者が滞留せず比較的スムーズに流れていた。作業後健康調査では、保健師が問診票の

聞き取りと記入を行うことによって、問診票の記入と保健師による問診が一度に済みスムーズに人が

図１ 集合場所現地実地研修概要① 
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流れたが、タミフル処

方のための医師診療

の待機場所で人の滞

留があった。一方で集

合場所係が行ってい

た問診票の並べ替え

等の作業が省略でき

た。 

I 市が準備段階か

ら参加することで集

合場所係の業務実施

方法や動線・資機材の

配置、現地調達する資

機材等を確認しても

らうことができ、また、研修当日は I 市職員が実際に一般動員者として参加し、動員者がどのように 

集合場所を経由していくかの流れを体験できた。このことで I市が家畜防疫業務の一端の理解を深め、

家畜伝染病発生時に I 市がどのように関わるかを確認する機会となった。一方で、健康調査における

オンライン化を検証したところ、人の滞留の緩和や集合場所係の業務軽減を確認できた。この新たな

取り組みについても I 市と情報共有できた。 

 

４ まとめ 

家畜伝染病発生時には、初動対応から市町の協力が不可欠である。今回の取り組みで、I 市が様々

な演習等に対して積極的に参画することで、家畜防疫業務に対する不安材料を払拭し、業務に対する

相互の理解醸成につながった。また、集合場所実地研修では、業務軽減や円滑化を目的としてオンラ

インを導入した訓練を実施し、I 市とともにその利便性について確認できた。さらに、訓練を通して

I 市とより一層友好的な関係性を構築できた。今後はこの関係性を継続強化するとともに、他の管内

市町にも波及させ、市町の関わる家畜防疫関連の課題解決に向けて引き続き対応していく。 

図２ 集合場所現地実地研修概要② 
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設問 選択肢
はい
いいえ
はい
いいえ
定期的に全頭検査をしている
導入牛などで必要に応じて検査している
発症を疑う牛で検査したことがある
ない
ある
ない
検査を受けたことがない
積極的に対策し、農場内を清浄に保ちたい
清浄化は考えていないが、
農場内で感染が広がらないようにしたい
特に対策をしたいとは思わない
検査の費用
牛舎のスペース（導入牛の隔離スペースの確保など）
繋ぎ替えなどの手間
吸血昆虫の駆除対策
その他（自由記述）
積極的に取り組むべき
可能な農場で取り組めばよい
取り組みは不要
実施したい
無料なら実施したい
実施したいと思わない
はい

いいえ

⑦BLVの対策について、地域全体で取り組んだ方がよいと思いますか

⑧BLVを家保で検査する場合、１頭あたり910円の検査費用が掛かりますが、
自農場で全頭検査を実施したいと思いますか

⑨BLV対策についての研修会の開催を希望されますか

①牛白血病という病気をご存じでしたか

②牛白血病は、２０２０年に「牛伝染性リンパ腫」に名称が変わったことをご存じでしたか

③農場内の牛で、BLVの検査をしたことはありますか （複数回答可）

④今までに自農場の牛がBLV陽性と診断されたことはありますか

⑤BLVに対する考え方として、近いものを選んでください

⑥BLVの対策について、どういった点が難しいと思いますか（複数回答可）

３．地域全体で取り組む牛伝染性リンパ腫清浄化へのステップアップ 

 

西部農林振興センター益田家畜衛生部（益田家畜衛保健衛生所） 

○秀島遼哉、門脇拓馬、石川初、合津幸江           

１ はじめに 

 当所管内では、以前より複数の中～大規模和牛繁殖農場で牛伝染性リンパ腫（以下、EBL）の定期的

な浸潤確認検査（以下、全頭検査）及び、導入牛の着地検査、繁殖候補育成牛の検査等を実施してお

り、高いモチベーションで積極的に清浄化対策に取り組んでいる。令和４年度における全頭検査の実

績は８戸 1925 頭であり、牛伝染性リンパ腫ウイルス（以下、BLV）抗体陽性率は 1.80％であった。な

お、陽性率は陽性確認済みのため検査除外した牛を含めて算出している。この他に、管内大型酪農場

においても定期的な乾乳期検査、導入牛着地検査等を実施しており、令和４年度の検査実績は 1192 頭

であった。一方で、小規模和牛繁殖農場では本病の検査を実施したことがないところが多く、地域全

体としての感染状況は不透明であった。 

 当所では、毎月小～中規模農場を対象に繁殖巡回を実施しており、今回、本巡回に併せて、各農場

に EBL に関するアンケートを実施し、当疾病への認知度や関心、対策への意識を調査した。また、ア

ンケートには全頭検査の希望の有無を設問として設定し、希望する農場については全頭検査を実施す

ることとした。これらの取り組みにより、地域の EBL 浸潤状況を調査するとともに、管内の本病への

対策状況についてまとめたので報告する。 

 

２ 方法 

（１）EBL に関するアンケート調査 

 アンケート調査は、令和５年９月～11 月に繁殖巡回を実施した 31 戸で実施した。併せて、家畜衛

生対策推進協議会作成のパンフレットを配布し、本病の周知を図った。 

 アンケートの内容および回答の選択肢は、表１に示す通りとした。なお、未検査の小規模農場だけ

ではなく、すでに全頭検査を実施している中～大規模農場も対象とした。 

 

  

表１.アンケートの設問 

および選択肢 
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（２）全頭検査の実施 

 アンケート調査の設問⑧で「実施したい」と回答した農場のうち、全頭検査を過去に実施したこと

がない農場について、令和５年 10 月～12 月にかけて、繁殖雌牛および保留予定の育成牛を対象とし

て、全頭検査を ELISA 法にて実施した。 

（３）管内から上場された和子牛における EBL 浸潤状況の推定 

 令和４年度に当所管内から西部子牛市場に上場された子牛について、個体識別番号から分娩母牛を

調査し、その BLV 感染状況を調査することで子牛における浸潤状況を推定した。 

 

３ 結果 

（１）EBL に関するアンケート調査 

 アンケート調査を実施した 31 戸のうち、29 戸から回答が得られ、結果は図１に示す通りであった。 
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（２）全頭検査の実施 

 アンケートから、過去に全頭検査を実施していなかった農場 11 戸で全頭検査の希望を確認し、当該

農場で全頭検査を実施した。 

 検査対象牛は、繁殖雌牛及び育成牛 112 頭（うち黒毛和種 108 頭、ジャージー種４頭）となり、検

査成績は１頭のみ陽性、111 頭は陰性であった。なお、陽性牛は過去に BLV 抗体検査を実施し、陽性

を確認している牛の娘牛であった。 

 

（３）管内から上場された和子牛における EBL 浸潤状況の推定 

 令和４年度に当部管内から西部子牛市場に上場された子牛は 718 頭おり、分娩母牛の BLV 抗体陰性

が確認されている割合は 85.8％であった。また、管内の上場農場 38 戸のうち、全頭検査未実施の農

場は 19 戸で、それらの農場が上場した子牛は 53 頭であった。 

 

４ まとめと考察 

 今回の検査実施により、定期的な全頭検査を実施している農場とあわせ、令和５年 12 月時点での直

近の検査実績は 21 戸 2046 頭、陽性率は 1.59％となった。また、全頭検査実施農場は管内繁殖農場 45

戸のうち 22 戸（48.9％）、BLV 抗体検査済みの繁殖雌牛は管内 4119 頭のうち 3596 頭（87.3％）とな

った（大型酪農場における乾乳期検査等を含む）。 

 アンケート調査の中で、本病を知らなかったが全頭検査を希望し、実施した農家が２戸あり、アン

ケート調査に合わせたパンフレットの配布による本病の周知の効果が認められた。また、地域全体と

図１.アンケート回答結果 

8



しての EBL 対策のモチベーションは高いことが確かめられ、新たに 11 戸の全頭検査を実施するに至

った。 

 令和５年 12 月時点での直近の全頭検査の成績から、管内における本病の浸潤率は非常に低く維持

されていることが確認され、管内から西部子牛市場に上場される子牛の多くは、分娩母牛の BLV 抗体

陰性を確認済みであることが判明した。さらに対策を推進することで、市場購買者へのアピールに繋

げられる可能性も考えられた。 

 今後も、定期的な全頭検査、外部導入牛の着地検査を継続して実施するとともに、全頭検査未実施

農場における検査を推進し、地域全体の EBL 清浄化に向けた取り組みをステップアップさせていきた

い。 
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４．県内で分離された Mycoplasma bovis の薬剤感受性調査と分子系統解析 

 

畜産課家畜病性鑑定室 

○鈴木 郁也、大元 隆夫 

 

１. はじめに 

 Mycoplasma bovis は牛において牛呼吸器病症候群（BRDC）のほか、中耳炎、関節炎、乳房炎等の原因

となる。日本においては M. bovis に対するワクチンがないため、本疾病発生時には感染牛の淘汰や抗

菌剤による治療が主な対応策となるが、治療を施しても難治性症例となることも多く、農場に与える経

済的な被害は大きい 1),2)。 

近年、国内においては 16員環マクロライド系やテトラサイクリン系抗菌剤に対する M. bovis の低感

受性株が広く浸潤しているほか、フルオロキノロン系抗菌剤に対する M. bovis の低感受性株も散見さ

れたとの報告 3)があり、感染牛のさらなる治癒率低下が懸念される。この M. bovis の抗菌剤に対する低

感受性化は抗菌剤が作用するリボソームや各蛋白質遺伝子の突然変異による変化が原因と考えられて

おり、低感受性化に関与する遺伝子の変異（点変異）を検出する方法が現在までのところで開発され、

M. bovis 株ごとの薬剤感受性傾向を把握することが可能となった 3)。 

M. bovis による疾病の治療にあたり、薬剤感受性試験結果に基づいた抗菌剤の選択は重要であるが、

これまで県内で分離された M. bovis において薬剤感受性傾向を広く調査しておらず、詳細は不明であ

った。そこで今回、県内で分離された M. bovis について、薬剤感受性低下に関与する点変異検出を含

む薬剤感受性調査を実施するとともに、県内分離株の系統分類を目的とした分子系統解析を実施した。 

 

２. 材料および方法 

2017 年 3 月から 2023 年

9 月までの期間に県内の 6

市町 9農場 18頭（肉用種 10

頭、乳用種 8 頭）から分離

された 18株を供試した。供

試株の由来の内訳は鼻腔ス

ワブ 10 株、乳汁 7 株、肺 1

株であった（図 1）。薬剤感

受性試験にはチルミコシン

（TMS）、タイロシン（TS）、

ツラスロマイシン（TUL）、

チアンフェニコール（TP）、

オキシテトラサイクリン
図 1 供試菌株の詳細 
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（OTC）、カナマイシン（KM）、エンロフロキサシン（ERFX）およびマルボフロキサシン（MBFX）の計 8 薬

剤を用い、微量液体希釈法により最小発育阻止濃度（MIC）を測定し、判定した。薬剤感受性試験対照株

としてM. bovis基準株であるPG45株を供試した。加えて、薬剤感受性低下に関与する一塩基多型（Single 

Nucleotide Polymorphism，SNP）の検出を動物衛生研究部門において既報の Hybridization probe によ

る融解曲線解析 3)により実施し、SNP が認められた箇所は DNA シーケンシングにより再確認した。フル

オロキノロン系抗菌剤に対する感受性低下 SNP については既報の方法 4)に従い、DNA シーケンシングを

行い、既報の解釈 3)により確認した。 

また、Multilocus sequence typing（MLST）型別による分子系統解析を動物衛生研究部門において既

報 5)に準拠した方法で実施した。 

 

３.結果 

16 員環マクロライド

系（TMS、TS）およびテ

ト ラ サ イ ク リ ン 系

（OTC）抗菌剤の MIC 値

は全農場の全株が高値

を示した。また、フルオ

ロキノロン系抗菌剤

（ERFX、MBFX）に高値を

示す株が 1 株確認され

た（図 2、図 3)。 

薬剤感受性低下 SNP

解析においては、16 員

環マクロライド系およ

びテトラサイクリン系

抗菌剤感受性低下 SNP

（rrs A965、rrs A967、

rrl G748）が同様に全

農場の全株で認められ

た。また、フルオロキノ

ロン系抗菌剤感受性低

下 SNP は 4 農場（肉用

3 農場、乳用 1 農場）で

認められた。このうちホ

ットスポットの組合せ（GyrA：Ser83Phe、ParC：Ser80Ile）は肉用 1農場の 1 株でのみ認められ、他は

図 2 各抗菌剤に対する MIC 分布（品種別） 

図 3 各抗菌剤に対する MIC 分布（年代別） 
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すべてホットスポットと

は異なる組合せ（GyrA：

Ser83Phe、ParC：Asp84Asn）

であった。なお、この株は

フルオロキノロン系抗菌

剤（ERFX、MBFX）に対する

MIC値が高値を示した1株

であった。マクロライド系

およびリンコマイシン系

抗菌剤感受性低下 SNP

（rrl A2058）は 3農場（い

ずれも肉用農場）由来の 3

株で認められた。スペク

チノマイシン抗菌剤感受性低下 SNP（rrs C1192）は認められなかった（図 4）。 

MLST 型別については ST21、ST52、ST63 および 5つの新規 ST（ST220、ST221、ST226、ST227、ST228）

の計 8つの Sequence type（ST）に型別され、このうち ST63 および 5つの新規 STは国内で初めて確認

された ST であった（図 4）。この解析結果を踏まえ、これまで国内で確認された M. bovis における ST

の全シーケンスを基にした系統樹は図 5のとおりとなる。 

 

４．まとめ 

近年、国内においては、M. bovis の 16 員環マクロライド系やテトラサイクリン系抗菌剤に対する低

感受性株のまん延や肉用牛飼養農場におけるフルオロキノロン系抗菌剤に対する低感受性株の検出報

告 3)があり、県内においても同様な状況であることが確認された。 

エ農場では 2018 年分離株（No.8）と 2020 年分離株（No.9）が同一の ST（ST227）を示し、当該 M. 

bovis 株が当該農場の牛群間で長期間にわたり感染維持されていることが明らかとなった。2018 年分離

株ではマクロライド系およびリンコマイシン系抗菌剤感受性低下 SNP（rrl A2058）が認められなかった

が、2020 年分離株ではマクロライド系およびリンコマイシン系抗菌剤感受性低下 SNP（rrl A2058）が

認められ、当該農場において短期間に M. bovis 株が低感受性化したことが示唆された。M. bovis を含

む牛由来のマイコプラズマ種は抗生剤存在下で比較的短期間で低感受性株が発生することが報告 6),7)さ

れており、今回の調査で M. bovis 野外株が抗菌剤に対して低感受性化しまん延する危険性を推察する

結果が得られた。 

また、フルオロキノロン系抗菌剤感受性低下 SNP 検出の標的となる遺伝子領域は DNA gyrase A 

subunit 遺伝子（gyrA）および DNA topoisomerase Ⅳ C subunit 遺伝子（parC）であり、両遺伝子にミ

スセンス変異が共存した場合にのみ薬剤感受性低下が認められる。特に、ホットスポットの組合せ

（GyrA：Ser83、ParC：Ser80）の場合では他のミスセンス変異の組み合わせと比較して最小発育阻止濃

図 4 薬剤感受性低下 SNP および MLST の結果 
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度が有意に高まることが報告 3)されており、今

回の調査で確認されたホットスポットの組合

せの 1 株はフルオロキノロン系抗菌剤に対す

る発育阻止濃度が高値を示していた。 

マイコプラズマによる感染症の治療にあた

っては、主にマクロライド系やテトラサイクリ

ン系抗菌剤の使用が推奨される 8)が、今回の薬

剤感受性試験を含めた結果から県内の M. 

bovis 分離株に対しては 16 員環マクロライド

系やテトラサイクリン系抗菌剤はほぼ無効で

あると推定された。治癒率向上や薬剤耐性菌対

策の観点からも M. bovis による疾病発生時に

治療を選択する場合には、薬剤感受性試験結果

に基づく適切な抗菌剤の選択が重要であるこ

とが再認識された。 

MLST 型別では、あわせて 8 つの ST に型別さ

れ、県内において複数系統の M. bovis 株の存

在が明らかとなった。特に、ST21 は国内野外株

で広く認められる ST であり、ST52 は中国や豪

州を中心にまん延している ST で、近年国内で

の検出頻度が高まっているとの報告 9)があり、

本県においてもST21やST52が複数株確認され

た。また、これまでに報告のない新規 ST も複

数確認されたことから、今後も M. bovis の国

内分離株の動向を注視するとともに、県内で分

離された場合の薬剤感受性動向の継続的な把

握に努めたい。 
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※数字*：今回県内で確認 

された STを示す 

図 5 MLST に基づく M. bovis 国内野外株の系統樹 
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５．飼料中の NDF 含量が黒毛和種去勢牛の脂肪の質に及ぼす影響 

 

畜産技術センター 

〇宅野綾 藤原浩美 1) 森愛華 2) 安部亜津子 3) 錦織美智子 

1)現農林水産部畜産課 2)前年度退職 3)現隠岐支庁農林水産局 

1.はじめに 

「しまね和牛」の販売力強化のためには、ブランド力のさらなる向上が求められている。その具体策のひとつ

として、食肉のおいしさに関与するとされる脂肪の質の改善による付加価値の付与が有効であると考えられる。

脂肪の質は、遺伝的要因の他に、給与飼料の影響を受けることが知られており、肥育前期および後期の粗飼

料含量が脂肪の質に影響を及ぼすという報告があるが 1,2,3,4)、飼料が脂肪の質に及ぼす影響について一定の

結論は得られていない。 

そこで、脂肪の質向上に効果的な飼料給与方法を確立することを目的とし、今回は飼料中の中性デタージ

ェント繊維（NDF）割合が脂肪の質に及ぼす影響について検討した。 

 

2.材料および方法 

黒毛和種去勢牛を 16 頭用いて、8 か月齢から 26 か月齢まで 2 頭 1 群で肥育管理を行った。給与飼料は、発

酵ＴＭＲを飽食給与とした。飼料中の NDF 水準について、前期（8 か月齢から 13 か月齢）および後期（14 か

月齢から 26 か月齢）においてそれぞれ 2 水準設定し、組み合わせの異なる以下の 4 つの試験区に区分した。

①前期低 NDF 後期高 NDF 区（LH 区）：前期 NDF40％、後期 NDF32％（ｎ＝４） 

②前期低 NDF 後期低 NDF 区（LL 区）：前期 NDF40％、後期 NDF25％（ｎ＝４） 

③前期高 NDF 後期高 NDF 区（HH 区）：前期 NDF45％、後期 NDF32％（ｎ＝４） 

④前期高 NDF 後期低 NDF 区（HL 区）：前期 NDF45％、後期 NDF25％（ｎ＝４） 

各区の原料構成割合および成分含量は、表 1 に示した。発酵 TMR については、原料に加水して水分調整

を行い、TMR ミキサーで混合し、さらに細断型ロールベーラに投入してロール状に成形、その後ラッピングマ

シーンでラッピングを行った。その後製造して 3 週間以上発酵貯蔵したものを給与した。 

調査項目は、飼料摂取量、養分摂取量、枝肉成績、胸最長筋の脂肪酸組成とした。給与飼料と残飼料は 1

週間に１回サンプリングして、一般成分分析を行った。養分摂取量（NDF、TDN および CP 摂取量）は、給与飼

料中の成分値に給与量を乗じた値から残飼料の成分値に残飼量を乗じた値を差し引いて算出した。枝肉成

績は、（公社）日本食肉格付協会近畿・中・四国支所島根事務所による枝肉成績を用いた。胸最長筋の脂肪

酸組成は、サンプルを採取後真空包装で 4℃、14 日間保存し、その後分析まで－30℃で保管した。分析は、

ビューロベリタスエフイーエーシー株式会社に委託し、ガスクロマトグラフ法により一価不飽和脂肪酸（MUFA）、

オレイン酸、飽和脂肪酸（SFA）を測定した。 

統計処理は、試験区分を要因とする一元配置の分散分析および前期区分を第一要因、後期区分を第二

要因とする二元配置の分散分析を行った。得られた p 値をもとに、p＜0.05 を有意差ありと判定した。 
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低NDF 高NDF 低NDF 高NDF
前期配合飼料 45.7         27.8         - -
後期配合飼料 - - 72.8         65.9         
トウモロコシ - - 10.4         -
ソイパス 6.9           11.1         - -
フスマ 3.3           3.6           - 6.9           
そば皮 3.4           2.3           3.3           3.3           
酒粕 7.5           8.0           3.7           3.8           
稲わら 8.4           11.9         - -
大麦わら 11.5         16.5         4.1           8.6           
イネWCS 13.2         18.8         5.7           11.5         
NDF 40.2         45.1         24.9         32.5         
TDN 68.2         64.3         80.3         74.8         
CP 16.4         16.3         12.4         12.2         
EE 2.8           2.5           3.4           3.3           
水分（現物％） 41.8         45.6         43.0         45.0         

※TDNは日本標準飼料成分表（2008年版）5)に基づく推定値

前期試験区分

混合割合
（乾物％）

成分含量
（乾物％）

後期試験区分
表１ 各区の原料構成割合および成分含量

項目

 

 

3.結果および考察 

 肥育前期の飼料摂取量は、表 2 に示した。肥育前期の１日あたりの NDF 摂取量は、低 NDF 区が 3.2kg、高

NDF 区が 3.3kg で前期試験区分の有意な効果はみられなかった。給与飼料と残飼料の NDF 成分値を比較

した結果、高 NDF 区において、残飼料の NDF 成分値の方が給与飼料のそれに比べて、乾物で約 5％高か

った。試験区の設定どおりに TMR が摂取されなかったことから、今回の試験では、前期の試験処理の効果は

評価できなかった。 

肥育後期の飼料摂取量は、表 3 に示した。肥育後期の 1 日あたりのＮＤＦ摂取量は、低 NDF 区が 2.3kg、

高 NDF 区が 2.6kg で後期試験区分の有意な効果はみられたが、乾物、TDN、CP の摂取量に試験区分の効

果はみられなかった。 

肥育全期間の飼料摂取量は、表 4 に示した。肥育全期間の 1 日あたりの NDF 摂取量は、試験区分の有意

な効果がみられ、HH 区と LL 区で有意差が認められたが、乾物、TDN、CP の摂取量に試験区分の効果はみ

られなかった。 

枝肉成績は表 5 に、胸最長筋の脂肪酸組成は表 6 に示した。すべての項目において試験区分間の有意な

差はみられなかった。 
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前期試験区分 ｎ
低NDF 8 8.0 ±0.5 5.5 ±0.3 1.4 ±0.1 3.2 ±0.2
高NDF 8 7.5 ±0.6 4.8 ±0.4 1.3 ±0.1 3.3 ±0.4

試験区分の効果
平均値±標準偏差
*ｐ<0.05 異符号間に有意差あり

表2 肥育前期の1日あたりの飼料摂取量
DM（kg） NDF（kg）CP（kg）TDN（kg）

ns**ns

 

後期試験区分 ｎ
低NDF 8 8.2 ±0.8 6.5 ±0.6 1.0 ±0.1 2.3 ±0.2

高NDF 8 8.2 ±0.8 6.1 ±0.6 1.1 ±0.1 2.6 ±0.2
要因の効果
試験区分
前期区分×後期区分
平均値±標準偏差
*ｐ<0.05 異符号間に有意差あり

表3 肥育後期の1日あたりの飼料摂取量

ns ns ns ns

DM（kg） TDN（kg） CP（kg） NDF（kg）

ns ns ns *

 

肥育全期間区分 ｎ
HH 4 8.3 ±0.9 5.9 ±0.6 1.2 ±0.1 2.9 a ±0.3

HL 4 7.8 ±0.8 5.8 ±0.6 1.1 ±0.1 2.6ab ±0.1

LH 4 8.0 ±0.3 5.8 ±0.2 1.2 ±0.1 2.7ab ±0.1

LL 4 8.1 ±0.5 6.1 ±0.4 1.1 ±0.0 2.4 b ±0.1
試験区分の効果
平均値±標準偏差
*ｐ<0.05 異符号間に有意差あり

ns ns ns *

表4 肥育全期間の1日あたりの飼料摂取量
DM（kg） TDN（kg） CP（kg） NDF（kg）

 

 

試験区分 ｎ

HH 4 537.1 ±59.3 66.8 ±12.6 8.5 ±0.7 3.7 ±0.9 73.7 ±2.1 6.8 ±1.7

HL 4 499.6 ±58.7 63.0 ±9.1 8.5 ±1.2 2.7 ±0.8 74.6 ±0.5 6.3 ±1.0

LH 4 485.9 ±21.5 59.3 ±8.8 8.0 ±0.5 2.5 ±0.3 74.2 ±1.2 5.5 ±1.3

LL 4 529.2 ±40.9 66.3 ±11.4 9.1 ±1.2 3.2 ±0.5 74.6 ±2.1 8.5 ±2.4

平均値±標準偏差

表5 枝肉成績

試験区分の効果 nsnsnsnsnsns

枝肉重量(kg) BMSNo.歩留基準値皮下脂肪厚(cm)バラ厚(cm)ロース芯面積(㎠)
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試験区分 n

HH 4 52.2 ±5.5 46.2 ±5.3 43.1 ±5.7

HL 4 53.6 ±5.0 46.5 ±3.7 41.9 ±4.3

LH 4 54.4 ±1.3 47.2 ±1.5 41.1 ±1.3

LL 4 56.5 ±1.1 50.0 ±1.2 38.5 ±1.4

平均値±標準偏差

表6 胸最長筋の脂肪酸組成

試験区分の効果 nsnsns

SFA(％)オレイン酸(％)MUFA(％)

 

 以上のことから、今回設定した後期飼料 NDF25％～32％の範囲では、枝肉成績や胸最長筋の脂肪酸組成

に影響しない可能性が示唆された。日本飼養標準肉用牛（2022 年版）6)では、肥育中期以降の濃厚飼料主体

の飼料給与に耐えうる第１胃を形成するため、肥育前期では粗飼料を主体とした飼料を給与することが重要と

されている。そのため、肥育前期に NDF 割合（粗飼料割合）の異なる飼料を給与することで、肥育後期の飼料

摂取への影響が想定された。しかし、今回の試験では発酵 TMR の濃厚飼料を選択採食していた可能性が考

えられたため、肥育後期の飼料摂取へ及ぼす影響を評価することは困難であった。一般に TMR は、選択採

食を防止し、濃厚飼料と粗飼料を適切な割合で食べさせることが出来るとされているにもかかわらず、今回特

に前期 TMR の選択採食が発生した。その要因としては、稲わらおよび大麦わらの細断長が長かったことが考

えられた。 

一般的に肥育後期に飼料中のエネルギー含量を高めることで脂肪交雑や脂肪の質を向上させることが報

告されており 2,3)、濃厚飼料の多給により、ルーメン内の水素添加能力が低下し 2)、飼料中の不飽和脂肪酸含

量がルーメン内の水素添加能力を超過した場合、それが蓄積脂肪の脂肪酸組成に影響するとされている

7) 。本試験では慣行の後期ＴＭＲ（後期 NDF 高区：NDF32％, TDN75%）とそれに比べて NDF 割合を低めた

後期ＴＭＲ（後期 NDF 低区：NDF25%，TDN80%）で試験を行ったが、牛肉の脂肪酸組成に違いは見られなか

った。令和 2 年度に作成した「しまね和牛肥育の手引き」では、分離給与を前提として、生後 18 か月以降の

給与飼料全体の成分含量の目安を NDF22％および TDN81％としており、今後の課題として、TMR 給与にお

いても後期飼料の NDF 割合をさらに少なくし、TDN 含量を高めた飼料で検討を行う必要があると考えられ

た。現在、肥育期間を肥育前期（9～13 か月齢）、肥育中期（14～17 か月齢）、肥育後期（18～28 か月齢）の

3 つに分け、肥育後期の NDF 割合を低くし、エネルギー含量を高めた飼料で、給与試験を行っている。この

試験結果をふまえ、今後は各肥育期間の NDF 割合（粗飼料割合）が牛肉の脂肪酸組成に及ぼす影響を詳

細に検討していきたい。さらに、脂肪の質は月齢 8)や飼料中の粗脂肪含量など他の要因も影響すると考えら

れ、これらの要因も含めた脂肪の質を高位安定化させる飼養技術の確立を目指したい。 
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６．受胎率向上を目的とした黒毛和種雌牛への冬虫夏草給与効果の検証 

  畜産技術センター   

○小川康太、高橋優 

 

１．はじめに 

 当県では、「しまね和牛」子牛の増産対策として、飼料添加剤等、畜主の労力負担増を伴わない受

胎率向上技術の開発が求められている。そこで我々は、県内で生産・流通されている人工の冬虫夏草

粉末に着目し、その給与効果を調査してきた。この製剤は、カイコガ蛹を粉砕した固形培地上でサナ

ギタケ（Cordyceps militaris）を培養した後、培地ごと子実体を粉末状にしたもので、同じノムシ

タケ属に属する Cordyceps sinensis は、ラットへの経口投与により血管拡張による血行促進作用を

有し、全身の血流量増加をもたらす経口健康組成分として特許出願および公開されている１）。我々

は、これまでに、黒毛和種雌牛への冬虫夏草給与量を 4 発情周期に渡って調査したところ、1 日 1 回

8g の給与で 6 日以内に全身の血流量増加に付随する黄体血流面積の増大と、それに準じて胚移植の

受胎性が向上する可能性があることを報告した２）。今回はまず、既報で未実施であった血中プロジェ

ステロン（P4）濃度と黄体血流面積の関係の調査を行った（試験１）。そして、胚移植前に冬虫夏草

を経口給与する受胎率向上飼養管理プログラムの有効性を調査するために、場内および場外で胚移植

試験を行った（試験２）のでその結果を報告する。 

 

２．材料および方法 

試験１ 

血中 P4 濃度の測定には、既報２）にて、6 頭の牛で、連続した 4 発情周期に渡り、各発情周期の Da

y3,5,7（Day1=排卵日）に採材した血液サンプル計 72 検体を用いた（図１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

血液サンプルは、頚静脈よりヘパリン加採血管で採取し、血漿を遠心分離（4℃、1800g、10 分）

した後、検査日まで－30℃で保存した。採血と同時に B モード超音波画像診断で卵巣の組織断面画像

およびカラードプラ機能を用いた黄体血行動態の観察を行い、既報２）に基づき黄体長径、黄体組織

面積、黄体血流面積を求めた。血中 P4 濃度は電気化学発光免疫測定法（ECLIA）を測定原理とした。

 
図１ 血液サンプルの採材スケジュール 

Ginther ら３）をもとに作図 
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第 1 反応として検体、ビオチン化抗 P4 抗体を加え、インキュベーションした。第 2 反応として Ru(b

py)3標識 P4、SA 磁性 MP を加えインキュベーションした。反応混合液を測定セルに吸引し、磁力によ

り SA 磁性 MP を電極に引き付けた後、トリプロピルアミンを吸引し、未反応物を除去した。発光強

度は光電子増倍管で測定し、検体中の P4 濃度を算出した。 

 

試験２ 

胚移植試験には、当センター繋養の黒毛和種経産牛（場内）と県内で親子放牧を実施する繁殖・肥

育一貫農場繋養の黒毛和種経産牛（場外）を用いた。胚移植実施期間は、場内が令和 3 年 9 月～令和

5 年 3 月、場外が令和 5 年 6 月～令和 5 年 7 月とし、全供試牛に共通して胚移植実施 4 か月前から胚

移植日まで次の条件で舎飼い飼養した。場内は自家配合飼料に稲 WCS と輸入粗飼料（イタリアンおよ

びトールフェスク）、場外は市販の配合飼料に自家産イタリアン 1 番草と輸入トールフェスクを給餌

し、給餌飼料の充足率は場内が DM 100%、CP 104%、TDN 112%、場外が DM 124%、CP 131%、TDN 141%

であった。両農場ともに、冬虫夏草給与区および非給与区を設定し、場内が 12 頭（平均年齢 8.6）

および 10 頭（平均年齢 9.6）、場外ではそれぞれ 11 頭ずつ（平均年齢；給与区 9.9、非給与区 11.

2）供試した。 

胚移植実施前には、場内および場外共通して、次のとおりの胚移植前処理を行った（図２）。任意

の発情周期の牛に腟挿入プロゲステロン・エストラジオール安息香酸エステル配合剤（PRIDΔ）を挿

入した。挿入から 14 日目に PRIDΔを抜去し、冬虫夏草給与区では抜去日から胚移植日までの 10 日

間、冬虫夏草を 1 日 1 回 8g 濃厚飼料に混和して給与した。PRIDΔ抜去から 2 日目に性腺刺激ホルモ

ン放出ホルモン製剤（GnRH）を筋肉内投与した。GnRH 投与から 7 日目に凍結融解胚の移植を行っ

た。胚移植日には、試験１と同様に、黄体直径、黄体組織面積および黄体血流面積を測定した。妊娠

鑑定は超音波画像診断で胎齢 40～60 日の胎子の存在と心拍を確認したものを受胎と判定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図２ 排卵同期化および冬虫夏草給与プログラム 

21



３．結果 

試験１ 

 血中 P4 濃度と黄体直径、黄体組織面積および黄体血流面積との関係を図３に示した。相関係数は

黄体直径が 0.56、黄体組織面積が 0.60、黄体血流面積が 0.72 であり、黄体血流面積と血中 P4 濃度

との間で最も強い正の相関（P<0.05）が認められた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験２ 

胚移植は、黄体形成の認められた全ての供試牛で実施した。移植実施率（給与区 vs 非給与区）

は、場内が 83.3％ vs 80.0％、場外が 100％ vs 100％であり、有意差は認められなかった（表１）。

受胎率（給与区 vs 非給与区）は、場内が 60.0％ vs 62.5％、場外が 90.9％ vs 54.6％であり、有

意差は認められなかった（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１　冬虫夏草給与牛と非給与牛の胚移植実施率および受胎率

試験区分 給与区 非給与区

83.3% 80.0%

（10/12） （8/10）

60.0% 62.5%

（6/10） （5/8）

100% 100%

（11/11） （11/11）

90.9% 54.6%

（10/11） （6/11）

場内

場外

胚移植実施率

受胎率

胚移植実施率

受胎率

 図３ 血中 P4 濃度と黄体直径、黄体組織面積および黄体血流面積との関係 
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黄体所見について、黄体直径および黄体組織面積は両区間で有意差は認められないものの、黄体血

流面積（給与区 vs 非給与区：平均値）は、場内が 122.9mm2 vs 91.6mm2、場外牛が 59.3mm2 vs 101.

8mm2であり、場内で給与区が非給与区より有意に（P<0.05）大きく、場外で給与区が非給与区より有

意に（P<0.05）小さかった（表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

 我々は、冬虫夏草が血行促進作用を有すること１）、そしてウシの妊娠維持に大きく関与する P4 濃

度と黄体血流量の消長は同調しており４）、胚移植時の黄体血流面積が、黄体直径や黄体組織面積より

も妊娠予測に有効である５）との報告を基に試験設計し、黄体血流面積を給与効果の指標として評価

してきた。試験１より、血中 P4 濃度と黄体血流面積に強い正の相関が認められたことで、黄体血流

面積の測定は、黄体機能の予測方法として、また受胎率向上をターゲットとした冬虫夏草給与効果の

評価方法として有用であるとの仮説が一層支持された。 

試験２について、有意ではないものの場外実証農場の冬虫夏草給与区で高い受胎率が得られたこと

は、冬虫夏草給与の受胎性向上効果の可能性を示すものである。しかしながら、黄体血流面積は、場

内では給与区が非給与区より有意に大きかったものの、場外では給与区が非給与区より有意に小さ

く、農場間で結果の乖離が認められたことから、冬虫夏草給与の黄体血流面積に与える影響が不明瞭

となった。一般にウシの繁殖成績改善を目的とした飼料添加剤給与の有効性は、年齢や季節、栄養状

態に左右され臨床現場ではバラつきが確認されている６，７，８）。本飼養管理プログラムの改良につい

ては、追加の検討の余地はあるものの高い再現性の確保は難しいと考えられた。 

 

表２　冬虫夏草給与牛と非給与牛の黄体直径、黄体組織面積および黄体血流面積

試験区分

頭数

黄体直径(mm) 24.2 ± 2.1 22.8 ± 3.3

黄体組織面積(mm2) 356.8 ± 71.6 287.1 ± 89.7

黄体血流面積(mm2) 122.9 ± 23.5a 91.6 ± 34.5b

頭数

黄体直径(mm) 23.5 ± 3.1 25.1 ± 1.7

黄体組織面積(mm2) 322.8 ± 77.9 348.8 ± 57.4

黄体血流面積(mm2) 59.3 ± 12.0c 101.8 ± 37.2d

値は平均±標準偏差、ab；cd；異符号間に有意差あり(P<0.05)

場内

場外

10

給与区 非給与区

8

11 11
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以上のことから、今回検討した、黒毛和種経産牛への受精卵移植前 10 日間における冬虫夏草粉末

の日量 8g の給与は、場外実証農場において受胎率向上につながる可能性が示されたものの、場内の

結果との斉一性はなく、移植実施率および受胎率への影響が不明瞭であった。また、他動物種で確認

されている血行促進作用について、黒毛和種経産牛の黄体血流では一様に観察されず、給与効果の確

認に至らなかった。これらの結果を受け、次年度以降はより再現性の高い移植プログラム開発を目的

に、移植実施率および受胎率が向上するホルモン製剤投与プログラムを検討していく方向である。 
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７．黒毛和種における分娩事故低減を目的とした昼間分娩誘起方法の検討 

 

畜産技術センター 

○小林寛生 小川康太 高橋優 

 

1．はじめに 

畜主が分娩に立ち会える可能性が高い時間帯に分娩時刻を人為的に管理することは、分娩事故のリ

スク低減および分娩管理の負担軽減を図ることができ、さらには子牛の生産性向上につながる。県内

の多くの産業動物臨床獣医師は、長期在胎牛における分娩管理の負担軽減と分娩事故発生防止を図る

ために、デキサメタゾン（DEX）およびジノプロスト（PGF2α）の同時投与や、実重らが報告した DEX、

PGF2αおよびエストラジオール（E2B）を同時投与する分娩誘起方法を用いている 1)。牛の分娩は、コル

チゾール、エストロジェンおよびプロスタグランジン F2α等の様々な内分泌の作用により分娩のステ

ージが進むことが知られている 2,3,4)。今回、分娩時の内分泌機序に基づいた 3 種のホルモン剤を 2 日

に分けて分娩誘起処置を行うことにより、昼間に分娩を誘起する効果をさらに高めることができるか

調査したので、その概要を報告する。 

 

2.材料および方法 

 当センターにて繋養されている妊娠 280 日以降の分娩兆候が見られない黒毛和種雌牛 37 頭を供試

牛とした。そのうち分娩誘起処置を行った 15 頭を処置群とし、処置を行わなかった 22 頭を無処置群

とした。なお、供試牛の飼料給与は、当センターの給餌体系に従って行った。すなわち、分娩予定日

2 週間前から 1 日分の濃厚飼料と粗飼料を夕方にまとめて給餌し、それ以外の妊娠維持期は濃厚飼料

を朝と夕の 2 回に分けて給餌し、粗飼料を昼に 1 回の給餌を行った。分娩誘起処置は、午前 7 時から

午前 9 時の間に DEX（8.3mg）を皮下投与し、その 24 時間後に PGF2α（25mg）、エストリオール（E3,25mg）

を同時に筋肉内投与した（図 1）。なお、直腸検査で子宮および胎子に異常がないことを確認し、分娩

誘起処置を行った。供試牛の分娩において、分娩時刻、分娩難易度について調査した。分娩難易度は、

介助の程度により 5 段階に分類した（表１）。なお、本調査では分娩難易度３から５を難産とした。今

回、県内の畜産農家が分娩に立ち会える可能性が高い午前 5 時から午後 8 時までの 15 時間を昼間と

定義し、上記の分娩誘起処置法を試みた。 

 

 

 

 

 

 

E3   25mg,I.M. 

PGF2α 25mg,I.M. DEX 8.3mg,S.C. 

黒毛和種 

妊娠末期（妊娠 280 日齢以降） 
分娩 

24 時間後 
午前７～9 時 午前７～9 時 

図 1 分娩誘起処置方法 
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3.結果 

 処置群における胎子娩出までの所要時間は、表 2 に示した。 

 

 

 

 

 

 

また、処置群における妊娠日齢区分別（285 日未満、285 日以上 290 日未満、290 日以上）の胎子

娩出までの所要時間は、表 3 に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、分娩誘起開始時の妊娠日齢と胎子娩出までの所要時間との関係について、Pearson の相関

係数で解析したところ、相関係数は－0.70（P＜0.05）であり負の相関が認められた（図 2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 介助なしの自然分娩 

2 ごく軽い助産 

3 ２～３人を必要とした助産 

4 数人を必要とした助産 

5 外科処置を必要とした難産または分娩時に母牛死亡 

  処置群 

  全症例 DEX のみ 3 剤（DEX,PG,E3） 

分娩誘起処置開始から 

胎子娩出までの所要時間 

[平均±標準偏差（時間）] 

50.0±6.8 10.3±1.9 48.4±12.5 

n=15 n=3 n=12 

  処置開始時の妊娠日齢 

  285 日未満 
285 日以上 

290 日未満 
290 日以上 

分娩誘起処置開始から 

胎子娩出までの所要時間 

[平均±標準偏差（時間）] 

50.0±6.8 54.2±13.5 41.2±15.0 

n=4 n=4 n=4 

表 1 分娩難易度の区分  

r=－0.70 

(P＜0.05) 

表２ 胎子娩出までの所要時間（処置別） 

表３ 胎子娩出までの所要時間（処置開始時の妊娠日齢別） 
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図２ 分娩誘起処置開始時の妊娠日齢と胎子娩出までの所要時間の関係 
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分娩誘起処置による昼間分娩誘起について、処置群における昼間分娩の割合は 58.3%であった。

また、無処置群における昼間分娩の割合は 68.2%であった（図 3）。 

 

分娩難易度は、図 4 に示した。難産の発生率は、処置群が 33.3％（4/12）であり、無処置群が 9.1％

（2/22）であった（P＝0.08）。また、母牛の年齢別に難産の割合を調べたところ、4 歳未満の若齢牛

および 11 歳以上の高齢牛で難産が多い傾向であった。 
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頭
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図３ 分娩時刻と分娩難易度の関係 
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4.考察 

既報によれば、DEX、E2B、PGF2αを同時投与での分娩誘起処置によって、83.0％の昼間分娩を実現

しているが、その対象は長期在胎牛である 1)。今回、我々は様々な妊娠日齢の牛を対象として、分娩

時の内分泌機序を想定した分娩誘起処置法を試み、昼間分娩の割合は 58.3％であった。長期在胎牛

を処置対象とすれば、既報と同等の昼間分娩率が得られた可能性もある。今回の試みでは、分娩誘起

開始時の妊娠日齢と胎子娩出までの所要時間との間に負の相関があったことから、妊娠日齢が進むほ

ど分娩時の内分泌機序が開始している可能性が高いことが示唆された。さらに、異なる妊娠日齢 3 頭

が DEX 投与後 10.3 時間の分娩であり、他の妊娠牛よりも胎子娩出が速やかに進んでおり、自発的な

分娩時の内分泌機序の開始時期に個体差があることが推測され、今回の分娩誘起処置による分娩時間

帯にばらつきが生じた一因と考えられた。なお、自発的な分娩時の内分泌機序が開始する個体が比較

的少ないと推定できる妊娠 285 日より前の状態で分娩誘起処置を行った牛群では、分娩時間帯のばら

つきが比較的少ない状態で昼間分娩の誘起が可能であった。 

難産の発生率は、一般的に経産牛 3～5％、未経産牛 10～15％とされている 5)。また、DEX、E2B、

PGF2αを用いた分娩誘起方法では分娩介助が必要となった割合が約 30～50％であったと報告されて
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図４ 出産年齢と分娩難易度の関係 
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いる 6,7)。今回の分娩誘起処置における難産の発生率は 33.3％であり、既報と同等であった。また、

今回の供試牛のうち、4 歳未満の若齢牛および 11 歳以上の高齢牛で難産が多い傾向がみられたことか

ら、若齢による産道の成長具合や老齢による筋力や体力の低下などが予想される妊娠牛については、

分娩誘起処置の適用とともに分娩介助体制の準備が必要であると考えられた。 

以上のことから、今回の分娩誘起処置は昼間分娩に特化した効果は明らかではなった。しかし、分

娩予定日よりも前に処置を適用することにより、所定の時刻に分娩を集中することが可能であった。

今後、本分娩誘起処置を有効活用することにより、分娩管理の負担軽減につながり、分娩事故リスク

が想定される胎子と産道の不均衡が推測される移植産子等において、分娩事故を低減する一つの選択

肢になり得ると考えられた。 
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８．制限哺乳方法が黒毛和種子牛の発育および採食量に及ぼす影響 

 

                         畜産技術センター 

                      ○田部祐樹、藤原浩美 1)、宅野綾、錦織美智子 

                                      1)島根県農林水産部畜産課          

 

１． はじめに 

黒毛和種子牛の飼養管理は出生から離乳まで親子同居とし、３～４か月齢で離乳を行う自然哺育が一

般的な飼養方法である。一方、近年では離乳の早期化および固形飼料のスムーズな馴致を目的とした哺

乳時間を制限する哺育方法（制限哺乳）が広く認知されている。制限哺乳については、母牛の繁殖機能

の回復や子牛の発育、飼料採食量の向上に有益な飼養管理方法であるとの報告 1，2，3）があるものの、制

限を始める日齢や１日あたりの哺乳の回数、離乳後の発育への影響など未だ不明な部分が多い。 

そこで、本試験では最適な哺育方法の確立を目的とし、制限哺乳における１日あたりの哺乳回数の違

いが、哺育期から育成期の子牛の発育および飼料採食量に及ぼす影響を検討した。 

 

２． 材料および方法 

 当センターで繋養している黒毛和種雌牛から出生した黒毛和種雄子牛 13 頭を用いた。母牛の産次は

２から８産とした（平均産次：4.2 産次）。供試子牛の生時体重は 37.81±5.15 ㎏であった。供試子牛は

出生から３週齢まで常時、母子同居とし、３週齢からは母子を分離して飼養管理を行い、概ね 12 週齢

で離乳を行った。１日あたりの哺乳回数を１回に制限する「１回哺乳区(n=8)）」と哺乳回数を１日あた

り２回に制限する「２回哺乳区(n=5)」に区分とした。 

 親子同居させる時間は「１回哺乳区」は 15:00、「２回哺乳区」は 9:00 および 15:00 とし、それぞれ

30 分間親子同居を行った。親子同居を行わない時間の母子管理は、それぞれ隣り合う牛房で飼養した。

哺育期および育成期は２頭１群とし、飼養管理を行った。 

給与飼料は濃厚飼料（A市販哺乳期用配合飼料 CP：20.5％、TDN：75.0％）と粗飼料（輸入チモシー

乾草）を分離給与し、濃厚飼料は自由採食、粗飼料は 0.6 ㎏/頭/日を上限とした。育成期の給与飼料は

濃厚飼料（B市販育成期用配合飼料 CP：19.0％。TDN：72.0％）と粗飼料（輸入チモシー乾草）を分離

給与し、粗飼料は自由採食とした。なお、育成期の飼養管理は「しまね和牛 子牛飼い方の手引き」に

準拠して行った。 

試験期間は出生から 36週齢までとし、去勢は 20 週齢で行った。濃厚飼料は離乳時に育成期用配合飼

料に切り替えるよう馴致した。 

 調査項目は、飼料採食量（濃厚飼料および粗飼料）、発育（体重、体高、胸囲、腹囲および DG）とし

た。飼料採食量は毎日、前日の給与量から翌日の残飼量を除して求めた。発育調査は４週齢ごとに行っ

た。 

 統計処理は Student のｔ検定により行い、有意差の水準は P<0.05 とした。 
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３． 結果 

飼料採食量 

 哺育期および育成期における飼料採食量については表１に示した。濃厚飼料採食量は、１回哺乳区の

８週齢、12 週齢および 16 週齢において、２回哺乳区に比べて有意に多かった。粗飼料採食量は哺育期

および育成期ともに有意な差は認められなかった。 

 

発育 

 哺育期および育成期における体型測定値については表２に示した。離乳時（12 週齢時）の発育値は、

試験区間に差は認められなかった。１回哺乳区の 36 週齢時における各測定値が２回哺乳区と比べて高

かったが、有意な差は認められなかった。 

 

 

４． 考察 

 本試験では３週齢から 12 週齢までの１日あたりの母子同居回数すなわち哺乳回数の違いが子牛の飼

料採食量および発育に及ぼす影響を調査した。１回の制限哺乳下では、２回哺乳の場合と比べて離乳前

後の濃厚飼料採食量が明らかに多かったが、哺育期および育成期の発育に哺乳回数による差は認められ

調査項目
1回哺乳区

濃厚飼料採食量(㎏/日) 0.31 ± 0.11 1.20 ± 0.17 * 2.48 ± 0.29 * 3.45 ± 0.59 * 3.82 ± 0.14 4.07 ± 0.13

粗飼料採食量(㎏/日) 0.11 ± 0.01 0.43 ± 0.01 0.60 ± 0.11 1.49 ± 0.44 2.65 ± 0.55 3.66 ± 0.72

2回哺乳区
濃厚飼料採食量(㎏/日) 0.24 ± 0.08 0.90 ± 0.25 * 2.04 ± 0.27 * 2.65 ± 0.53 * 3.38 ± 0.58 3.97 ± 0.06

粗飼料採食量(㎏/日) 0.11 ± 0.06 0.35 ± 0.18 0.56 ± 0.18 1.42 ± 0.43 2.80 ± 0.22 3.65 ± 0.75

＊1回哺乳区と2回哺乳区の間で有意差,P ＜0.05

84 12 2416

表１ 哺育期および育成期における飼料採食量の比較

36
週齢

1回哺乳区
体重(㎏) 59.2 ± 8.1 78.1 ± 12.6 106.5 ± 15.5 145.3 ± 20.2 208.1 ± 26.9 296.4 ± 37.6

体高(㎝） 81.1 ± 2.6 86.1 ± 3.4 92.0 ± 2.8 97.7 ± 3.8 106.0 ± 3.8 116.7 ± 3.2

胸囲(㎝） 88.1 ± 3.7 95.6 ± 3.4 105.0 ± 3.6 116.5 ± 3.5 132.9 ± 4.6 153.5 ± 4.5

腹囲(㎝） 91.4 ± 5.2 105.7 ± 5.0 122.4 ± 6.1 143.5 ± 9.2 162.8 ± 7.8 186.3 ± 13.1

DG(㎏) 0.8 ± 0.2 0.7 ± 0.1 0.8 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1

2回哺乳区
体重(㎏) 56.4 ± 12.0 78.2 ± 15.4 109.8 ± 17.0 146.3 ± 25.5 211.1 ± 38.0 283.0 ± 38.1

体高(㎝） 80.4 ± 2.2 85.9 ± 3.9 93.2 ± 2.7 98.9 ± 4.0 106.0 ± 3.9 115.9 ± 4.3

胸囲(㎝） 85.4 ± 4.6 97.6 ± 5.1 107.8 ± 2.9 116.8 ± 4.8 132.8 ± 6.7 150.2 ± 5.8

腹囲(㎝） 88.1 ± 7.9 104.6 ± 7.8 121.4 ± 7.2 141.8 ± 11.3 167.5 ± 14.4 181.2 ± 11.1

DG(㎏) 0.7 ± 0.3 0.7 ± 0.2 0.9 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.0 ± 0.2 1.0 ± 0.1

表２ 哺育期および育成期における体型測定値の比較

364 8 12 2416
週齢

 調査項目
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なかった。このことは、母子同居回数を１日１回に制限した場合においても、子牛が必要とする母乳量

を十分に摂取することが可能であることを示唆している。 

また、１日１回哺乳は２回哺乳と比べて母乳摂取の間隔が長く、つまり子牛の空腹時間が長くなるこ

とで、結果的に離乳後の 16 週齢までの濃厚飼料採食量が多くなったと推察された。ただ、離乳時の 12

週齢では、母子同居回数を２回とした場合における濃厚飼料採食量は、2.0 ㎏以上の水準かつ離乳前後

の発育にマイナスの影響が認められなかったことから、必要十分な濃厚飼料を採食できていたと考えら

れた。 

 以上のことから、母子同居回数の違いは、子牛への発育に及ぼす影響は認められないものの、制限哺

乳自体は哺育期における濃厚飼料の必要十分量の摂食が期待できることが明らかとなった。腹づくり、

すなわち胃絨毛の発達や容積の成長が、スムーズな離乳、育成飼料の切り替えにつながり、飼養環境に

応じた哺育・離乳方法の提案が可能と考えた。 

 

引用文献 

１）鈴木ら.1984.家畜繁殖誌 30 巻 1 号.39-44 

２）齊藤ら.2010.茨城県畜産センター研究報告 43 号.30-31 

３）齊藤ら.2012.茨城県畜産センター研究報告 45 号.31-34 
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９．養豚場における豚熱ワクチン接種体制の構築指導 

 

東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部（出雲家畜保健衛生所） 

 ○松尾治彦、森脇秀俊、石倉洋司、山下由紀子、土江將文、前原智 

 

【はじめに】 

豚熱対策において、子豚に十分なワクチン免疫を付与するためには、母豚の抗体価から推定される

接種適期に豚熱ワクチンを接種することが重要である。今回、管内の大型養豚場において、知事認定

獣医師及び登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種体制を構築し、豚熱に対する豚群の免疫高位

安定化を図る取り組みを実施したのでその概要を報告する。 

 

【農場概要と豚熱ワクチン接種体制】 

当該農場は図1に示すように隣接する2戸の大型養

豚場で、A 農場は繁殖肥育一貫約 4,500 頭飼養（繁殖

豚約 360 頭、繁殖候補豚：外部導入）、B 農場は繁殖肥

育一貫約 3,000 頭飼養（繁殖豚約 240 頭、繁殖候補豚：

自家育成）である。両農場の管理獣医師は同一で、こ

の獣医師を令和 3 年度に知事認定獣医師に任命し、初

回接種完了後の令和 4年 5 月から、当該獣医師による

ワクチン接種を開始した。 

令和 4年度には、両農場から登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種の要望があり、座学 4 回、

実技 2 回の研修を実施し、登録飼養衛生管理者を計 13 名養成した。両農場は令和 5 年 4 月 3 日付け

で防疫指針に規定されている認定農場となり、農場のワクチン接種体制が整い次第、登録飼養衛生管

理者によるワクチン接種へ随時移行した。 

現在のワクチン接種体制の役割分担

は図 2に示すとおりで、登録飼養衛生管

理者がワクチン接種者となり、知事認定

獣医師がその管理監督を担うため、当部

の対応は資材搬入や事務作業が主体と

なった。また、両農場が開設している飼

育動物診療施設は知事認定獣医師が管理者であり適正なワクチン管理が可能なこと、衛生管理区域外

のパスボックスを活用することで獣医師職員以外の当部職員が資材搬入可能なこと等、本体制を効率

的に運用していく条件も揃っていた。 

 

 

図１ 農場概要 

図２ 現在の豚熱ワクチン接種体制と役割分担 
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【体制構築の効果】 

一つ目の効果は、増加するワクチン接種業務に対応できたことである。令和 5 年 5 月までの豚熱ワ

クチン接種業務の所要日数は両農場あわせて月平均 6.2 日であったが、令和 5 年 6 月より両農場で子

豚期の 2 回接種（追加接種）を開始することとなり、所要日数が月平均 20.5 日まで増加した。両農場

では、2 回接種の開始までに接種者を登録飼養衛生管理者に移行し、ワクチン接種者を確保していた

ため、接種日数の増加にスムーズに対応できた。 

二つ目の効果は、当部においてワクチン接種適期

の検討を行う時間が十分に確保され、防疫指針の規

定以上の検査が可能となったことである。図 3に示

すとおり、抗体検査については中和抗体検査を基本

とし、肥育豚の検査を四半期毎に変更、追加検査を

実施する等、当部は抗体検査の頻回実施とそのデー

タ分析に専念することができた。 

 

【抗体検査成績】 

母豚の抗体検査は初回接種完了（令和 4 年 4 月）から令和 5 年 12 月現在までの間に計 3 回実施し

ており、母豚群の中和抗体価（GM 値）の推移（令和 4 年 6 月→令和 5 年 3 月→令和 5 年 9 月）は、A

農場で 104.7→125.3→67.3、B農場で 93.6→198.5→207.5 であった。A農場の抗体分布は図 4 のとお

りで、母豚の更新が進み、令和 5 年 9 月時点で第 1 世代の占める割合が 61%まで低下したため、抗体

価の低い母豚が増加した。一方、B 農場の抗体分布は図 5 のとおりで大きな変化がなく高位で安定し

ている。このことは B 農場が繁殖候補豚を自家育成しており、外部導入の A 農場と比較して母豚の更

新速度が遅い（令和 5年 9 月時点で第 1世代の占める割合 86%）ことが要因と考えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 当部の検査対応と防疫指針の比較 

図４ A 農場の母豚の抗体検査成績 図５ B 農場の母豚の抗体検査成績 
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肥育豚（屠畜場出荷豚）の抗体検査は令和 4年

11 月から開始し、令和 5 年 12 月現在までに計

5 回実施している。テイク率の推移は表 1 のと

おりで、テイク率の一時的な低下を認めたが、

現在は両農場ともに 8 割以上を維持している。 

 

【テイク率低下に関する考察（B 農場）】 

 上述のテイク率の推移に関する考察

の 1 例を以下に示す。 

B農場における1回目のテイク率低下

は令和 5年 2 月に確認されたが、その原

因は母豚の抗体価の緩やかな上昇によ

るワクチンブレイクによるものと判断

した。その概要は表 2 に示すとおりで、子豚のワクチン接種日齢は当初と同様に約 30 日齢に設定し

ていたが、令和 4 年 6 月から令和 5 年 3 月の間に母豚の抗体価（GM 値）は 93.6 から 198.5 まで上昇

していることから、母豚の抗体価から推定される接種適期が後ろにずれたと推察し、ワクチン接種日

齢を 40 日齢へ遅らせた（以下、後ろ倒し）ところ、その後にテイク率が改善した。本事例から、初回

接種後に母豚の抗体価が安定するには時間がかかり、安定時期を見極めてワクチン接種日齢を再検討

する必要があると考えられた。 

B農場における2回目のテイク率低下

は令和 5年 5 月に確認され、その原因は

子豚の抗体検査結果からワクチン接種

日齢を早めたこと（以下、前倒し）が原

因と判断した。令和 4年 9月に実施した

子豚の抗体検査結果から前倒しが可能

と判断し、令和 4 年 11 月より離乳時接種に変更したが、表 3 に示すとおり母豚の抗体価から推定さ

れる接種適期から大きく外れており、ワクチンブレイクによるテイク率低下と推察した。後ろ倒しに

より速やかにテイク率が改善したことから、子豚期のワクチン接種日齢の検討にあたっては、豚コレ

ラ防疫史に記載のあるとおり母豚の抗体価から接種適期を推定する手法が適正と考えられた。また、

本事例では、前倒しを決定した時点では肥育豚の抗体検査がまだ開始されておらず、テイク率確認が

出来ていなかったことも一因と考えられた。以上のことから、ワクチン接種日齢の変更を検討する場

合は、肥育豚の検査により現在のワクチン接種日齢が妥当であるかを先に確認することが重要と思わ

れた。 

 

 

表１ 肥育豚のテイク率の推移 

表２ B 農場における１回目のテイク率低下の発生概要 

表３ B 農場における２回目のテイク率低下の発生概要 
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【まとめ】 

豚熱ワクチン接種業務を家畜防疫員以外に速やかに移行したことで、農場毎にワクチン接種適期の

検討及び指導を適宜実施できる体制が構築され、当部は抗体検査の実施とそのデータ分析に専念する

ことができた。その結果、母豚の抗体分布の変化や肥育豚のテイク率の一時的な低下を確認すること

ができ、データ分析に基づいた子豚のワクチン接種日齢の変更や子豚期における 2 回接種を実現でき

た。ワクチン接種日齢の変更は、A農場で 2回、B農場で 3 回あり、現在は両農場とも子豚期に 2 回接

種を実施している。2 回接種した肥育豚のテイク率は 8 割以上を確認できていることから、現在のワ

クチン接種日齢は適切であり、免疫の空白期間は最小限に抑えられていると判断している。今後も、

農場毎に検査結果に基づく適正なワクチン接種日齢の検討と検証を継続し、豚熱の発生予防に努めて

いく。 
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10．山羊の急性肝蛭症 

 

西部農林水産振興センター川本家畜衛生部（川本家畜保健衛生所） 

〇荒川泰卓 

 

１．概要 

 令和５年８月、管内の山羊飼養者より山羊１頭（交雑種、成獣、生年月日不明、去勢）

が突然死したため、病性鑑定の依頼があった。当該日の朝は元気、食欲があったが、その

２時間後には死亡していた。 

 

２．飼養管理状況 

 当該飼養施設では、畜舎および放牧地

からなる３エリアで、Ａエリア３頭、Ｂ

エリア９頭、Ｃエリア４頭の計 16 頭の

山羊を飼養していた。飼料に関しては、

３エリアとも放牧主体でチモシーとふ

すまを給与していた。水に関しては、Ｂ

エリアでは山水、他２エリアでは水道水

を飲水していた。本症例はＢエリアで飼

養しており(図１)、Ｂエリアのその他の

山羊８頭中４頭には軽度の貧血および

下顎の浮腫が認められた。 

なお、令和５年３月には、Ｂエリアで

飼養していた山羊１頭が下痢症を呈し

て死亡しており、病性鑑定の結果、空腸

上部における肝蛭の重度寄生を認めた

ため、ビチオノール製剤による駆虫を行

っていた（図２）。 

 

 

 

 

３．病性鑑定 

 解剖検査では、腹部の膨満を認め、腹

腔内には血餅が肝臓から大網にかけて

大量に付着していた。肝臓漿膜面は粗造

で赤色と白黄色のまだら模様を呈し、割

面は粟粒大黄白色巣が密発していた。ま

た、広範囲に漿膜下血腫と血餅の付着が

認められた。脾臓割面には、びまん性に

２mm 大の淡桃色円形構造を認めた（図

３）。 

 細菌検査は、肝臓、腎臓、小腸内容を

材料として、血液寒天培地および卵黄加

GAM 寒天培地により嫌気培養、DHL 寒天

培地により好気培養を行った。検査の結

果、肝臓、腎臓ではコロニーの発育を認め

ず 、 小 腸 内 容 の 一 般 細 菌 数 は 1.1 ×

10^6(cfu/g)、大腸菌群数は 1.0×10^5(cfu/g)であった。 

 
図１  飼養衛生管理状況  

 
図２  令和５年３月にＢエリアで  
飼養する山羊に認められた肝蛭  

 

図３  解剖検査所見（肝臓）  
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 寄生虫検査では、飽和食塩水により浮

遊法と時計皿法を実施したが、虫卵等は

認められなかった。 

 病理組織学的検査では、肝臓および脾

臓を材料とした。肝臓では実質に虫体を

容れた虫道を認め、虫道周囲は出血を伴

う重度の好酸球浸潤および線維性結合

組織増生を認めた。小葉辺縁では小葉間

結合組織の線維増生を認め、重度の好酸

球浸潤や小葉間胆管増生を認め、偽胆管

がわずかに認められた。小葉間結合組織

周囲の肝細胞にはヘモジデリン沈着が

みられた。虫体を認めた箇所では多発性

の巣状壊死、線維素析出、重度の好酸球

浸潤並びに軽度の好中球浸潤を認めた。

また、小葉間結合組織の線維増生により

肝細胞索は乱れ、肝細胞の空胞変性が散

見された。脾臓では胚中心の形成、赤脾

髄におけるびまん性の好酸球浸潤を認

めた（図４）。 

 以上の検査結果より、本症例を急性肝

蛭症と診断した。また、突然死の原因は、

腹腔内に血餅が充満していたことから、

肝蛭による肝臓からの出血によるもの

と考えられた。本症例では、剖検時に虫

体を認めず、糞便検査でも虫卵が確認さ

れなかったが、病理組織学的検査でのみ

虫体が確認されたことから、宿主の病態は肝臓内移行期と推察された。 

 

４．まとめ 

 肝蛭は、牛では抵抗力が大きく、慢性期症例が見られることが多い一方で、めん羊、山

羊では病害が大きく、死亡することが多いことが知られている[1]。本症例では、解剖検査

及び時計皿法による寄生虫検査では肝蛭の虫体及び虫卵は認められなかったが、山羊では

急性期の肝蛭症の可能性を考慮して病性鑑定を行う必要がある。 

 また、本症例では肝臓の線維化が進んでいた。めん羊での急性期は感染数日後から２ヶ

月間続くことが知られている[1]が、当該飼養施設では、本症例の発生前、令和５年の３月

にも肝蛭症が発生しており、発生後に駆虫を行っている。このため、その当時、既に肝臓

病変が形成されていた可能性がある。 

 

５．対策とその後 

 診断後、当該飼養施設の診療獣

医師により、全頭ブロムフェノホ

ス製剤による駆虫を行った。ま

た、強肝剤および鉄剤による加療

を継続した。Ｂエリアの山羊８頭

のうち、貧血と下顎の浮腫を呈し

た４頭を含む６頭を、一旦別エリ

アの畜舎および隔離畜舎に移動

した。 

また、Ｂエリアでは、山水の飲

 

 図４  病理組織学的検査所見（肝臓）  

  

畜舎Ｂエリア

図５  山水の飲水対策  
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水や、水際周辺の草を食べさせないようにするため、山水の水路および水路際を跨ぐよう

にアーチ状の金網で覆い、肝蛭に対するエリア対策を講じた（図５）。 

これらの対策により、本事例から現在に至るまでの間、新たに死亡事例の発生はなく、

良好な状態を維持している。 

 

[1]内田明彦：改訂第３版 図説 獣医寄生虫学 144-147(2011) 
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11．美味しまねゴールド認証取得のための生産工程管理システム構築と効果について 

 

東部農林水産振興センター出雲家畜衛生部（出雲家畜保健衛生所） 

○小林ゆか 土江將文 前原智 

 

1．はじめに 

昨今、消費者の食の安全に対する意識や動物愛護への関心が高まるとともに、安全・安心な島根県

産農林水産物が求められるようになり、畜産物においても今後の販路拡大には GAP がデファクトスタ

ンダードとなりつつある。 

平成 31 年１月に創設された島根県独自の GAP 認証制度「美味しまねゴールド認証（以下、本認証）」

における生産工程管理システムは、食品安全のみに留まらず、家畜衛生、環境保全、労働安全やアニ

マルウェルフェアに関する法令を遵守するための点検項目を定め、「計画（Ｐ）・実行（Ｄ）・点検

（Ｃ）・改善（Ａ）」を繰り返し、生産工程の管理や改善を行うものである。生産者が本システムを運

用する際、特に、食品安全と労働安全におけるリスク評価を毎年実施する必要がある。そこで今回、

１農場を対象に、効率的な自己点検が可能な生産工程管理システムの構築を支援し、認証取得後、改

善効果が得られたのでその概要を報告する。 

 

２．農場の概要 

当該農場は、採卵鶏（ソニア）の成鶏を 4 万羽飼養し、12 名の従業員にて管理している。また、

本認証の下位認証となる基本認証を 2009 年 6 月に取得している。今回、本認証に移行するにあたり、

生産工程管理システムおよび自己点検に必要な記録簿の見直しを実施し、2023 年 3 月に本認証を取

得された。 

 

３．生産工程管理システムの構築方法 

（１）農場との情報および意識共有 

農場が抱いている、美味しまねゴールド認証取得後の具体的な農場管理のビジョン（展望）を事前

に相談して共有した。農場のビジョンをもとに、当部は品質管理の根幹となる PDCA サイクルの中で、

P（計画）に該当する「文書作成、リスク抽出・評価、リスク管理手順の設定、記録簿の作成」の文

書化について、月に１回のペースで支援を開始した。その中で、自己点検に必要な記録簿である日報

の様式変更および月報の新設などを行った。 

 

（２）自己点検に必要な記録簿（農場作業日報及び月報）の見直し（管理点 1.2.3） 

本認証では、管理点 1.2.3 において、手順書に基づいた１年に１回以上の自己点検の実施を規定し

ている。自己点検の際は、1 年間分の作業記録や日報、クレーム記録などに記録されている問題点を

抽出する必要がある。しかし、管理点に基づく記録やマニュアルの量が莫大であり、一度に行う確認
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が煩雑となるため、記録や

問題点の見落としから、自

己点検の形骸化が生じる恐

れがある。そのため、当該

農場では、管理点 1.6.2 食

品安全上および家畜衛生上

の危害要因の評価（以下、

危害要因評価）、管理点

2.4.1 作業者の労働安全の

リスク評価（以下、労働安

全リスク評価）、管理点

1.8.1 食品防御（以下、食

品防御）の主に 3 つの管理

点について、リスク評価表の作成における評価実施方法を設定し、モニタリングの継続的な実施に

よる日常的な問題点の顕在化と計画的な検証を可能とする様式に変更した。まず、日常的な問題点

を継続的にモニタリングするため、生産者が普段使用している記録簿を、フローダイアグラムに列

挙している各作業項目に付随する全ての危害要因が、チェック方式で確認できるように変更した農

場作業日報（以下、日報）を追加した（図１）。また、危害要因評価における工程作業、日常作業、

定期作業や不定期作業、食品防御や労働安全のリスク確認も含めて記録できるように作成した（図

１）。            

日報は、すべての農場作業において、設定している危害要因の有無をチェック方式で確認するこ

とができる。万が一、設定した危害要因において新たな問題が発生した場合は、該当項目を丸で囲

み、「特記事項」欄に詳細を記録する。さらに、日報に記録されている問題点を迅速に抽出するた

め、農場作業月報（以下、月報）を新設した。月報は、発生した問題点の詳細内容、月間の斃死羽

数や廃棄卵数等を記録し、年に 1 回実施する自己点検時のリスク評価表を用いた点検や年間の生産

性計画の算出根拠を速やかに照合ができる様式とした。 

日報の様式変更および月報の新設により、農場の作業に即した関連帳票を手順書の管理点ごとに

整理するだけでなく、従業員が日報への記録を行うことで生産性工程管理システムへの意識づけを

図った。また、自己点検時に関連帳票および月報を確認し、速やかに問題点を抽出することができ

る自己点検システムを提案することにより農場の問題点を顕在化することが可能となった。 

 

（３）食品安全上および家畜衛生上の危害要因の評価方法の見直し（管理点 1.6.2） 

本認証の適合基準には、各作業項目における危害要因を分析したリスク評価表を用いて、年に 1

回の見直しの実施が規定されている。また、各作業項目における危害リスクを抽出すること、農場

図１ 日報と日報での各危害要因のチェック 
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の作業に即した危害の発

生を低減する対策方法

（制御手段）の設定は規

定されている。そのた

め、生産工程管理が適切

に運用されているかを確

認するため、各作業項目

における検証方法、実施

頻度及び自己点検の項目

をリスク評価表に追加

し、独自の様式を定め

た。 

上述の３.（２）で紹介

した日報と月報を用い

て、どのように危害要因

評価に反映したのか紹介し

ながら様式を説明する。ま

ず、日常作業である「自動

給餌器の動作確認」を実施

し、異常がなければ日報の

該当欄にチェックを入れ

る。異常があれば、「自動

給餌器作動確認」の項目を

丸で囲み、日報下欄にある

特記事項欄に記録する（図

２）。日報のチェック項目

について、鶏舎内作業を 1

つの作業として扱うのでは

なく、フローダイアグラム

の作業を 1 つずつ列挙することにより、各作業項目を確認する様式とした。これは単純に「自動給餌

器の作動確認をした」という記録を残すだけではなく、危害要因評価に設定した、生物的、化学的、

物理的危害要因を軽減するための制御手段を、意識しながら実施することができたかを記録するため

である（図３）。なお、日報下欄の「特記事項」に記載のあった問題点については月報に詳細を転記

する（図４）。 

リスク評価表に追加した各作業項目における検証頻度に従い、検証結果欄の当該月にチェックを入

図２ 日報での日常作業「自動給餌器の動作確認」のチェック 

図３ チェックするフローダイアグラムの作業項目各々の危害要因 
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れ、月報に記載した問題点

を備考欄に転記する。１年

に１回以上の実施が規定さ

れているリスク評価表を用

いた自己点検時には、検証

結果欄を基に、チェック方

式でリスク評価を実施する

ことができる。また、対策

方法やマニュアル等に変更

がある場合は、リスク評価

実施後の更なる対策欄に内

容を記入し、リスク評価表

やマニュアルなどの変更を

行い、次年度の管理に向かう流れとなる（図５、６）。 

 

（４）作業者の労働安全の

評価方法の見直し（管理点

2.4.1） 

労働安全リスク評価に

は、農場内作業において、

危険度が高く、注意が必要

として抽出された作業内容

を挙げている。３．（３）と

同様に、労働安全に関する

項目を日報に追加し、発生

した問題点を記録し、月報

に問題点を集約する。その

後、1 年に 1 回以上の自己点

検時に月報を確認し、リス

ク評価を検証する。今回、労働安全について、「作業者」の項目において想定される事故「熱中症」

の事例紹介に基づいて様式を紹介する。 

8 月の鶏舎内及び堆肥舎での作業は暑熱により過酷であるため、身体的苦痛を訴える従業員が見

られた。現在の危害要因に対する熱中症対策は、「水分補給」と「休憩」であった。本事例は、労

働者の健康被害が発生するリスクが非常に高いと判断したため、１年に 1 回の自己点検時ではなく、

即時に自己点検によるリスク評価を実施した。自己点検では、労働安全リスク評価表の変更ありと

8/4 餌ﾘﾐｯﾀｰが固まって、作動しておらず、餌入れに餌がなかった。 

図４ 農場作業月報（日報下欄の特記事項を月報に転記） 

1 年に 1 回実施 

5 4 

図５ 管理点 1.6.2 管理点 1.6.2 食品安全上および家畜衛生上の

危害要因の評価（月報に記入した問題について評価を実施①～

③） 
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し、「リスク評価後実施後の

更なる対策」として「アイ

シングベストと排気弁付き

マスクの着用、堆肥舎のメ

ーターファン設置」を挙げ

た。リスク評価および自己

点検を効率的に実施するこ

とにより、迅速な対応が可

能となった。（図７）。 

 

（５）食品防御の評価方法

の見直し（管理点 1.8.1） 

 食品防御については、商

品、家畜の飲水等への意図

的な異物・汚染物質の混入リスクの評価と対策について作業内容をまとめている。構築方法と危害要

因評価は３．（４）と同様となるため割愛する。 

 ３．（３）から（５）の自己点検の流れは、図８に示す。 

 

４．生産性の実績 

当該農場は、適合基準とし

て求められる「生産性等に関

する目標」を２項目設定して

いる。1 つ目の目標は「鶏卵

の出荷量を前年度より１％増

やすこと」である。今回、農

場から提供された成績を基に

実績を確認したところ、指導

前と指導後の年間成績実績の

比較において、0.88％増と

なり、目標とする１％に迫る

増加量が認められた（図

９）。2 つ目の目標は「死亡

鶏羽数１％減少させる」ことと定めており、指導前後を比較しところ、0.36％の減少率が認められ

た（図１０）。 

                                         

 １年に１回実施 

現在の給餌機の動作確認では、
餌の供給が停止する頻度が増え
ている。給餌機の点検方法に問
題はないので現状のままとし、
動作確認回数を１日２回に増や
す。 

評価表の適否 
     □適合 ☑不適合 
想定される危害の変更 
     □有 ☑無 
対策の改善 
     ☑有 □無 
関係帳票の是正 
     ☑有 □無 
その他の特記事項 

５ ４ 
１ 

リスク評価実施 
リスク評価実施後の更なる 
対策 

図６ 管理点 1.6.2 管理点 1.6.2 食品安全上および家畜衛生上の

危害要因の評価（月報に記入した問題について評価を実施④

⑤） 

図７ 農場作業月報（日報下欄の特記事項を月報に転記し、

その内容についてのリスク評価を実施） 

「農場内全般作業」において、熱中症の危険性がある事例があったため、上記の「更
なる対策」の３項目を次年度のリスク評価表の「現在の対策」に加えたものに変更し
て使用する。 
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５．改善点 

取り組みにおける数

値の実績については、

改善方向に向かってい

るものの、やや目標を

達成できなかったとの

ことであった。しか

し、経営者に対して農

場内の取り組み姿勢に

ついて聞き取り調査を

実施したところ、従業

員１人 1 人の意識が向

上しているとの回答を

得られたことから、今

後農場管理がさらに改

善し、成績の向上につ

ながる兆しが見えてきた。 

 

６．まとめ 

本システムを導入することにより、月報の新設や日報の記録項目の追加をしたため、既存の記録

簿と比較して、日々の作業記録が増えることになった。しかし、各作業項目におけるモニタリング

及び検証方法を具体的に示すことにより、日々の作業日報から農場の問題点を顕在化することがで

き、見える化したリスクを常に意識しながら、飼養管理や GP センターでの作業を行うようになっ

たところ、細かな連絡体制ができ、リスクに対する早めの対策を打つことができるようになった。

・生産目標：前年度比１.０％増    （目標：約 704t） 

 ［指導前］令和 3 年 11 月～令和 4 年 10 月 出荷量：682.9ｔ 

       

 ［指導後］令和 4 年 11 月～令和 5 年 10 月 出荷量：688.9ｔ 

図９ 生産性の実績 鶏卵生産量 

・年間生産目標：1.0 ％減 

・ 指 導 期 間  ：［指導前］令和 3 年 11 月～令和 4 年６月 

                  ［指導後］令和 4 年 11 月～令和 5 年６月 

図１０ 生産性の実績 へい死羽

日々の作業 

日報に記録 

問題点あり 問題点なし 

日報の「特記事項」に、問題点を記録 

新設した月報に、問題点を転記 自己点検 

新設した月報の記録を確認 

リスク評価表、マニュアルの変更を検討 

1 年 1 回以上（即時対応含む） 

図８ 生産工程管理システムにおける自己点検の流れ 
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また、自己点検時の見落としを防ぎながら、PDCA サイクルを繰り返すことで、経営者を含む従業員

全員の意識が変わり、労働環境の改善につながった。日々の小さな作業記録を積み重ねることにより、

１年に 1 回以上実施する自己点検を実施する際に効率的に生産管理工程を振り返ることができるよう

になり、従業員の意識向上のみでなく、生産成績の向上につながる兆しが見えてきた。 

今後、当部として当該農場のシステム見直しに必要な知識を生産者に助言するとともに、さらに効率

的な管理や点検ができるシステムのブラッシュアップに助力していきたいと考えている。また、今回

の経験を活かし、生産工程管理システムの構築に取り組む他の農場においても取り入れやすいような

システム構築方法を模索し、各農場に即したシステム構築を支援できるように多くの生産者と協働し

ていきたいと考える。 
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12．貧血および血小板減少を呈したトリパノソーマ症の報告 

 

西部農林水産振興センター益田家畜衛生部（益田家畜保健衛生所） 

○角華苗、石川初、合津幸江 

 

１．はじめに 

トリパノソーマ（Trypanosoma）はアブやサシバエなどの吸血性昆虫によって媒介され、ヒトや牛、馬

など幅広い宿主の血液に寄生する原虫である。牛に寄生するトリパノソーマは T.brucei、T.congolense、

T.vivax、T.evansi、T.theileri で、日本国内に分布しているのは T.theileri のみである。日本国内で

は 1949 年以降、14 事例の発生があり、直近の発生は 2019 年長崎県、2018 年北海道、2014 年福島県で

報告されている 1）。一般的に T.theileri の病原性は低いとされているが、ストレスや他の疾病の多い環

境下では発症することもあるので注意が必要とされている 2）。日本国内でもピロプラズマ、免疫抑制剤

の投与、牛伝染性リンパ腫ウイルス（以下、BLV）感染などの要因が重なり、貧血や削痩、死亡に至った

事例が報告されている 3).4).5）。今回は貧血および血小板減少を呈していた搾乳牛の症例について報告す

る。 

 

２．稟告 

発症牛は 36 か月齢のホルスタイン種で 1年前（令和 4年 9 月）に北海道から導入された。産歴は 1産

で、BLV 抗体陽性牛だった。令和 5年 8月中旬に出血性腸症候群（以下、HBS）による貧血を発症し、管

理獣医師による輸血、免疫抑制剤投与などの加療が行われ、1週間程度で治癒した。しかし、8月 31 日

に再び貧血の症状を呈し、管理獣医師が血液検査を実施した結果、貧血に加えて新たに著しい血小板減

少（PLT：検出限界以下）を認めた。貧血および血小板減少の原因検索のため当部で病性鑑定を実施した。 

 

３．材料および方法 

貧血および血小板減少の原因探索のため、以下の検査を実施した。 

①顕微鏡検査：EDTA 血を用いて血液塗抹標本を作製し、ギムザ染色をした後、光学顕微鏡で観察。 

②血液検査：EDTA 血を用いて血球数測定、血清を用いて血液生化学検査を実施。 

③病理検査：予後不良として安楽殺実施後、各臓器を採材し、病理検査を実施。 

④遺伝子検査：EDTA 血から DNA を抽出（DNeasy Blood and Tissue Kit, QIAGEN）し、麻布大学にてト

リパノソーマ原虫特異遺伝子（ITS1 領域）の検出を行う PCR を実施後、増幅産物の有無、バンドサイズ

を確認。PCR 増幅産物をシーケンス解析後、BLAST による配列相同性検索を実施。 

⑤同居牛検査：発症牛と同パドックで飼養されている牛40頭および輸血用の供血牛2頭で採血を実施。

バフィーコート法によるトリパノソーマの探索を実施し、血液塗抹上でピロプラズマの感染状況を確認。

また、血液検査により、貧血などの症状を示す牛の有無を確認。 
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４．結果 

①顕微鏡検査：トリパノソーマのトリポ

マスティゴートおよびピロプラズマのメ

ロゾイト（寄生度＋＋）を確認した。さら

に血小板とトリパノソーマが図 1 の右図

のような凝集を多数形成していた。 

 

②血液検査：RBC、HGB、HCT、血小板

数が顕著な低値を示していた。ま

た、GOT：82U/l、GGT：95U/l はやや

高値を示していた。血小板減少は 9

月 4 日時点まで確認でき、9 月 14 日

以降は高い値を示していた。トリパ

ノソーマを血液塗抹検査で確認で

きたのも 9月 4日までで、9 月 14 日

以降は確認されなくなった。 

 

③病理検査：外貌は栄養度が低く（図３）、結膜や口腔粘

膜が蒼白になっていた。皮下組織に複数の出血（図４）、

全身のリンパ節の充血（図５）、変色および腫脹、脾腫が

認められた。病理組織検査では肝臓、脾臓、リンパ節にヘ

モジデリン沈着が認められ、脾臓及びリンパ節で髄外造血

を確認した。 

 

④遺伝子検査：麻布大学に依頼

し、PCR で目的とする遺伝子を増

幅させたのち、シーケンス解析、

BLAST で相同性検索を実施した結

果、得られた増幅産物の塩基配列

が T.theileri と 99.28％の相同

性を有することを確認した。  

 

⑤同居牛検査：トリパノソーマは全頭検出なし、ピロプラズマは同居牛 2頭と供血牛 1 頭から検出され

た。また、貧血などの症状を示す個体はいなかった。 

 

図１ 血液塗抹で認められたトリパノソーマ 

血小板とトリパノソーマの凝集（右図） 

図２ 血液検査数値の推移とトリパノソーマ検出時期 

図４ 皮下出血 図５ 肝門リンパの充血 

図３ 本牛の外貌 
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５．考察 

遺伝子解析の結果、トリパノソーマは病原性の低い T.theileri と分かった。本症例は HBS の発症や

ピロプラズマの混合感染および暑熱ストレスによる免疫抑制からトリパノソーマの増殖を伴い、病状が

悪化したと考えられた。血小板が一時は検出不可になるまで減少した原因として、血液塗抹で血小板と

トリパノソーマの凝集が認められた点、血小板減少の時期とトリパノソーマが血中に出現していた時期

が重なっていた点から、トリパノソーマの寄生が主な原因となっていたと考えられた。また剖検で認め

られた皮下出血やリンパ節の充血は血小板減少により出血傾向となっていたためと推測された。 

本事例で得られた剖検所見を過去に

発生したトリパノソーマとピロプラズ

マの混合感染事例 1)の所見と比較（図

６）すると貧血、脾腫、リンパ節などの

諸臓器でのヘモジデリン沈着、皮下出

血、リンパ節の出血斑、リンパ節の腫脹

が共通していた。本症例が過去の症例

と多くの点で一致した所見を示して

いたことから、T.theileri がピロプラ

ズマと混合感染した場合にもたらされる症状について確認することができた。 

トリパノソーマの浸潤状況を調べるため、発症牛と同居していた牛群および供血牛についてバフィー

コート法によりトリパノソーマ感染の有無を調べた結果、一頭も検出されなかった。しかし、トリパノ

ソーマが血中に出現する時期は限定されており、血液塗抹のみでは感染の有無を完全に否定できない。

さらに季節によってトリパノソーマの検出率は変動するという報告 6）があるため、今後は同様の症状を

示す牛についてトリパノソーマ感染の有無も視野に入れ、検査を実施するとともに農場へ吸血昆虫対策

の指導を行っていく。 
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図６ 過去の症例との比較 
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13．黒毛和種子牛の精巣にみられた性索-間質腫瘍の 1 症例 

 

畜産課家畜病性鑑定室 

○濱田悠太、大元隆夫 

 

１．はじめに 

動物の精巣腫瘍は、性索間質の細胞または胚細胞を由来とするものが一般的であり、犬では好発であ

るが他の動物での発生は少ないとされている 1）。牛においても多くが若年期に去勢されることから発生

は稀とされている 2）。また、WHO 分類における動物の精巣腫瘍は性索-間質（性腺間質）腫瘍、胚細胞腫

瘍、胚細胞-性索間質混合型腫瘍の大きく 3 つに大別され、個々に細かな分類となる 3）。今回、黒毛和種

子牛において、セルトリ細胞腫と間細胞腫が同時にみられた性索-間質腫瘍に遭遇したのでその概要を

報告する。 

 

２．材料および方法 

症例は黒毛和種、雄、2020 年 3 月 15 日に娩出された。症例牛は 3 か月齢時より右側精巣が次第に腫

れてきたと主訴があり、4 か月齢時に担当獣医師が確認したところ、通常の 5 倍以上の容積の精巣を触

知した。左側精巣は索状組織とその先端にエンドウ豆大の組織が認められた。両精巣を外科的処置にて

摘出し、病理組織学的検査は定法に従って行った。特殊染色として PAS 染色を実施し、抗サイトケラチ

ン(CK)抗体、抗ビメンチン抗体、抗 CD117 抗体、抗 WT-1 抗体、抗α-Inhibin 抗体を用いて免疫組織化

学染色を実施した。 

 

３．結果 

（１）外貌所見 

右精巣は 12×7.5 ㎝で重度に腫大、左精巣は 1.4×2.6 ㎝大、重度に萎縮していた（図 1）。右精巣は

割するに大小不同の嚢様構造がみられた（図 2）。 
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（２）病理組織学的検査 

病理組織学的検査において、右精巣の腫瘍組織は結合組織で分画され胞巣状を呈していた（図 3）。腫

瘍組織は 2種類の腫瘍細胞で構成され（図 4）、3つの領域が認められた。腫瘍組織は精細管様構造がシ

ート状に増生しており、管腔内には腫瘍細胞の増生がみられた（図 4左）。腫瘍細胞は背の高い紡錘形、

核は類円形を呈しており精細管様構造内に柵状に配列していた（図 5）。管腔内には内部が好酸性のロゼ

ット様構造（Call Exnar 小体）が散見され（図 6）、PAS 染色陽性であった（図 7）。2 つめの領域では腫

瘍細胞は塊状に増生し、結合組織の増生はわずかで毛細血管の増生がみられた（図 4 中）。塊状の腫瘍

細胞は類円形、顆粒状好酸性細胞質を持ち、核は類円形で、n/c 比は 1:1.5 で核分裂はごくわずかであ

った（図 8）。3 つめの領域では柵状配列した腫瘍細胞と塊状に増殖した腫瘍細胞が混在していた（図 4

右、図 9）。免疫組織化学的検査の結果は、抗 CK 抗体は柵状細胞が陽性（図 10）、塊状細胞が陰性であっ

た（図 11）。抗ビメンチン抗体は柵状細胞、塊状細胞ともに陽性であった（図 12、13）。抗 WT-1 抗体は

柵状細胞が陽性、塊状細胞陰性であった（図 14）。抗 CD117 抗体は柵状細胞が陰性、塊状細胞陽性であ

った（図 15）。抗α-Inhibin 抗体は柵状細胞、塊状細胞ともに陽性であった（図 16）。 
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４．追加試験 

今回、柵状細胞に抗 CK 抗体陽性が確認されたが、ヒトでは精巣の未熟なセルトリ細胞は抗 CK抗体お

よび抗ビメンチン抗体が両方陽性であり、CK は思春期前の分化中に消失することが報告されている 4）。

ラットの場合、出生後次第に精巣内の抗 CK 抗体陽性セルトリ細胞が減少し、14 日齢で完全に消失する

との報告がある 5）。また、ウサギにおいても精巣内の抗 CK 抗体陽性セルトリ細胞は新生子期～思春期前

に限定されるとの報告もある 6）。ヒトおよび特定の動物種においてセルトリ細胞の抗 CK 抗体の動態は

解明されているものの、牛の精巣におけるセルトリ細胞の CK 発現についてはほとんど報告がない。今

回、牛においても精巣内のセルトリ細胞の CK が一定時期に消失するのではないかと仮説を立て、正常

な牛の精巣を用いて発生学的に CKがどのように発現するのか試験を行った。胎子期、0、1、2、3、4か

月齢の正常な精巣をホルマリン固定後、病理組織学的検査を定法に従い実施した。また、抗 CK および

抗 WT-1 抗体を用いた免疫組織化学染色を実施し、精細管内細胞の数的変化の計測には 1 精巣につき 30

個の精細管断面を観察した。 

結果、胎子期～4か月齢に至るまで、ほぼすべての精細管内細胞で抗 WT-1 抗体陽性であった（図 17）。

抗 CK 抗体が陽性のセルトリ細胞は胎子期で 11％、0 か月齢で 12％、1か月齢で 4％、2か月齢で 1.5％、

3 か月齢で 1.2％、4 か月齢で 1.4％であった（図 18）。 
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５．まとめおよび考察 

本症例は、セルトリ細胞腫と間細胞腫の混合腫瘍と考えられたが、WHO 分類（表 1）や獣医病理の成書

1）に記載がなく、動物の精巣腫瘍の WHO 分類に従い、性索-間質腫瘍と診断した。また、柵状細胞および

塊状細胞のどちらにも高度な異型性を認めず、有糸分裂像などもほぼ認めなかったため、良性腫瘍の範

疇と考えられた。 

ヒトの精巣腫瘍の分類 8）では混合型性索-間質腫瘍という診断名があり（表 2）、本症例に合致してい

ると考えられた。牛の精巣腫瘍で本症例のような 1 つのマス内にセルトリ細胞と間細胞が混じりあうよ

うな腫瘍の症例報告はなく、稀な症例と考えられた。また、成書 7）によると犬のセルトリ細胞腫の 25％

ではエストロジェン過剰症がみられ、雌化乳房、精巣萎縮、前立腺扁平上皮化生、化膿性前立腺炎、脱

毛症、骨髄萎縮などが発生するとされている。本症例においても腫瘍の発生した反対側の左精巣は重度

萎縮が認められ、牛においてもエストロジェン過剰症が発生する可能性が示唆された。 

追加試験ではほぼすべての精細管内細胞が抗 WT-1 抗体陽性であった。抗 WT-1 抗体はセルトリ細胞に

特異的に陽性となることや幼齢時の牛の精巣では形態学的特徴から精細管内の細胞のほぼすべてがセ

ルトリ細胞との報告 9）があることから、胎子期～4 か月齢時まで精細管内の細胞はセルトリ細胞である

ことが確認された。 

また、生後 1 か月で CK 発現のセルトリ細胞は著減し、2 か月齢以降は陽性率が 1％台で推移すること

が判明した。牛においても未熟なセルトリ細胞が CK 陽性と考えられた。本症例は CK陽性のセルトリ細

胞腫が認められたことや、両方の腫瘍細胞の成分がまじりあって増殖していたことから、未熟な腫瘍細

胞がセルトリ細胞と間細胞に分化したのではないかと考えられた。 
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14. ヒト用簡易検査キットのウシアデノウイルスにおける有効性の検証 

 

             畜産課家畜病性鑑定室                        

○伊藤寛人、松浦裕一 1)                                   

  1)農研機構動物衛生研究部門動物感染症領域ウイルスグループ 

 

１.はじめに 

アデノウイルスはマスト、アタ、アピ、シア、イクトアデノウイルスの計 5 つの属に分類される DNA

ウイルスである。ヒトアデノウイルスはすべての血清型がマストアデノウイルスに分類されるのに対

し、ウシアデノウイルス（以下 BAdV）は血清型 1,2,3,9,10 型がマストアデノウイルスに分類され、

血清型 4,5,6,7,8 型はアタアデノウイルスに分類される。（１）（２） 

島根県では家畜保健衛生所による現場での診断の一助として、下痢や呼吸器症状がみられる子牛に

対してヒト用アデノウイルス簡易検査キットを使用している。しかし本キットの BAdV に対する有効

性については検証されておらず、島根県の病性鑑定で使用された範囲において、簡易検査キット陽性

となった事例を筆者は確認していない。また、BAdV に限っても多様な抗原性を持つアデノウイルスに

ついて、ヒトアデノウイルス抗原を標的とした簡易検査キットで BAdV を検出することが可能なのか

疑問がある。 

このような背景から今回、ヒト用アデノウイルス簡易検査キットの BAdV における有効性について

検証したので報告する。 

 

２.材料と方法 

被検キットは、島根県で使用しているヒト用アデノウイルス簡易検査キット（標準アデノウイルス

希釈系列において 50ng/ml 以上で陽性）を使用した。ウイルス材料は動物衛生研究部門で作成された

BAdV-1,3,4,5,6,7 型の各血清型保存株を使用した。BAdV-1,3 型は牛腎臓由来株化細胞、BAdV-4,5,6,7

型は牛鼻甲介株化細胞を用いて常法に従い培養、力価測定を行い、ウイルスストックを作成して試験

に使用した。（３） 

方法として、各ウイルスストックをストック作成時に使用した培地を用いて階段希釈を行い、試験

用ウイルス液を作成した。各血清型のウイルスストック力価は図１、試験用ウイルス液を図２に示す。 
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キット付属のテストスティックを各ウイルスストック原液と試験用ウイルス液に 30 秒浸したのち、

吸水性のない容器上で 15 分静置し、判定を行った。 

 

３.成績 

結果を図３に示す。BAdV-1,3,4,6,7 型で陽性反応が確認できた。BAdV-5 型ではすべての力価で陰

性となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.まとめと考察 

 今回の結果から本キットは、BAdV-1,3,4,6,7 型の検出が可能であることが分かった。また、最も

低い力価で陽性になったのは BAdV-4 型の 4.22×10^5 TCID50/ml であり、唯一陽性反応の見られなか

った BAdV-5 型原液は 1.78×10^5 TCID50/ml であった。BAdV-5 型において陽性が認められなかった

理由は、力価がキットの検出限界を下回った可能性、またはキットでの検出が不可能な血清型であっ

た可能性のいずれかが考えられる。そのため、高い力価を持った BAdV-5 型による再検証が必要であ

る。 

 今後、簡易検査キットを病性鑑定に活用するには、①BAdV 感染牛の排泄する BAdV 力価のデータ蓄

積、②他社キットとの比較による、現場により実用的なキットの選抜、③PCR 検査とキットの結果の

比較によるキットの有効性の検証、の 3 点について検証を重ねる必要があると考える。 

 ①について、現時点では BAdV 感染牛が糞便中または鼻汁にどれだけのウイルスを排泄するかのデ

ータが不十分である。感染牛が排泄するウイルス力価がキットの検出限界を下回っている可能性があ

るため、今後アデノウイルス感染を診断した場合は、検体中のウイルス力価を測定することでデータ

の蓄積をしていきたい。 

 ②について、現在では他社からもヒト用アデノウイルス簡易キットが販売されている。それらに同

様の検証を行い結果の比較をすることで、より畜産分野に適したキットを選抜する必要がある。  
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 ③について、現在島根県ではアデノウイルスの主な診断方法として PCR を使用している。そのため

有効と考えられるキットの選出後、PCR と選出したキットの結果を比較し、陽性一致率と陰性一致率

のデータを集め、その有効性を検証していく必要がある。 
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